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○太田市外三町広域清掃組合規約 

 

平 成 １ １ 年 ３ 月 ４ 日            

県指令地第１３８号許可 

 

改正 平成１２年７月３１日群馬県指令地第５５号 

届出 平成１６年２月３日太広合第６９号 

改正 平成１７年２月８日群馬県指令市第２０６－２０号 

届出 平成１７年１２月２８日太広合第４０号 

改正 平成１８年１１月１０日群馬県指令市第２０６－１０号 

改正 平成１９年３月２３日群馬県指令市第２０６－２１号 

改正 平成２６年２月１０日群馬県指令市第３００３３－１５号 

届出 平成２９年１月２７日太広合第９３号 

改正 令和２年１１月５日群馬県指令市第３００３３－３号 

改正 令和４年２月１８日群馬県指令市第３００３３－３号 

 

   第１章 総則 

 （名称） 

第１条 この組合は、太田市外三町広域清掃組合（以下「組合」という。）という。  

 （組織） 

第２条 組合は、太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町（以下「関係市町」という。）を

もって組織する。 

 （共同処理する事務） 

第３条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。 

 ⑴ リサイクルプラザの設置及び管理運営に関する事務 

 ⑵ 一般廃棄物最終処分場の設置及び管理運営に関する事務（不燃残さ処分に限る。） 

 ⑶ クリーンプラザの設置及び管理運営に関する事務 

 ⑷ 斎場の設置及び管理運営に関する事務（太田市斎場及び大泉町外二町斎場に係るも

のを除く。） 

 （事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、太田市細谷町６０４番地１太田市外三町広域清掃組合リサイク

ルプラザ内に置く。 

   第２章 議会 

 （議会の組織） 

第５条 組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は１２人とし、その選出

区分は、次のとおりとする。 

太田市 ６ 人 

千代田町 １ 人 

大泉町 ３ 人 

邑楽町 ２ 人 

 （組合議員の選任） 

第６条 組合議員は、関係市町の議会において、議員のうちから選挙する。  

２ 組合議員に欠員を生じたときは、関係市町ごとに補欠選挙を行わなければならない。 
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３ 選挙を行うべき期日は、組合の管理者が定めて関係市町長に通知しなければならない。 

４ 第１項及び第２項の選挙が終わったときは、関係市町長は、直ちにその結果を組合の

管理者に通知しなければならない。 

 （組合議員の任期） 

第７条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期とする。 

２ 組合議員が関係市町の議会の議員の職を失ったときは、同時にその職を失う。 

   第３章 組合の執行機関 

 （執行機関の組織） 

第８条 組合に管理者、副管理者３人及び会計管理者１人を置く。 

２ 管理者は、太田市長の職にある者をもって充てる。 

３ 副管理者は、管理者以外の関係町の長をもって充てる。 

４ 会計管理者は、太田市会計管理者の職にある者をもって充てる。 

 （管理者の職務代理） 

第９条 管理者に事故あるとき、その職務を代理する副管理者の順序は、管理者が別に定

める。 

 （職員） 

第１０条 第８条に定める者を除くほか、組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。 

２ 前項の職員の定数は、条例で定める。 

   第４章 監査委員 

 （監査委員） 

第１１条 組合に、監査委員を置く。  

２ 監査委員の定数は２人とし、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有

する者のうちからそれぞれ１人を選任する。 

３ 前項の監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員と

しての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては、４年

とする。 

   第５章 経費支弁の方法 

 （経費支弁の方法） 

第１２条 組合の経費は、この組合の財産から生ずる収入、負担金、補助金及びその他の

収入をもって充てる。 

２ 前項の負担金に関する関係市町の分賦割合は、次のとおりとする。 

⑴ 経常費 均等割 １００分の５ 

 人口割 １００分の１５ 

 実績割 １００分の８０ 

⑵ ごみ焼却施設建設事業費 均等割 １００分の１０ 

 人口割 １００分の１０ 

 実績割 １００分の８０ 

 ⑶ 斎場経常費       均等割 １００分の５ 

               人口割 １００分の１５ 

               実績割 １００分の８０ 

 ⑷ 斎場建設事業費     均等割 １００分の１０ 
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               人口割 １００分の１０ 

               実績割 １００分の８０ 

   附  則  

 この規約は、平成１１年５月１日から施行する。  

   附  則（平成１２年群馬県指令地第５５号）  

 この規約は、平成１２年９月１日から施行する。  

   附  則（平成１６年２月３日太広合第６９号届出）  

 この規約は、平成１６年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１７年群馬県指令市第２０６－２０号 ）  

 この規約は、平成１７年３月２８日から施行する。  

   附  則（平成１７年１２月２８日太広合第４０号届出）  

 この規約は、群馬県知事への届出の日から施行し、改正後の太田市外三町広域清

掃組合規約の規定は、平成１７年４月１日から適用する。  

   附  則（平成１８年１１月１０日群馬県指令市第２０６－１０号）  

 （施行期日）  

１  この規約は、平成１８年１２月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規約の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において現 に太田市外

三町広域清掃組合の議会の議員の職にある者については、太田市外三町広域清掃

組合規約第７条第１項の規定にかかわらず、施行日をもってその職を失う。  

   附  則（平成１９年３月２３日群馬県指令市第２０６－２１号）  

この規約は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、この規約の施行の際現

に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。 

   附  則（平成２６年２月１０日群馬県指令市第３００３３－１５号）  

 （施行期日）  

１  この規約は、平成２６年４月１日から施行する。  

 （事務の承継）  

２  太田市外三町広域清掃組合は、平成２６年３月３１日をもって解散する太田市

外三町広域一般廃棄物処理施設整備推進協議会の事務を承継する。  

   附  則（平成２９年１月２７日太広合第９３号届出）  

 この規約は、平成２９年４月１日から施行する。  

   附  則（令和２年１１月５日群馬県指令市第３００３３－３号）  

 この規約は、令和３年４月１日から施行する。  

   附  則（令和４年２月１８日群馬県指令市第３００３３－３号）  

 この規約は、令和４年４月１日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合公告式  

条例  

 

平 成 １ １ 年 ５ 月 １ 日            

条 例 第 １ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１６年 ４月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第１号 

改正 平成２０年 ３月２８日条例第１号 

改正 平成２３年 ６月３０日条例第１号 

 

 （趣旨）  

第１条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１６条の規定に基づく公告式及

び本組合において公告を必要とする事件は、この条例の定めるところによる。  

 （条例の公布）  

第２条  条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してそ

の末尾に管理者が署名しなければならない。  

２  条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。  

 （規則に関する準用）  

第３条  前条の規定は、規則にこれを準用する。  

 （規程の公表）  

第４条  規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の

旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。  

２  第２条第２項の規定は、前項の規程にこれを準用する。  

 （その他の規則及び規程の公表）  

第５条  第２条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他組合の機関の定

める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第１項

中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるも

のとする。  

２  前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。

この場合において、同条第１項中「管理者名」とあるのは「当該機関名」と、「管

理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。  

第６条  第２条第２項の規定は、本組合において公告を必要とする事件の公告にこ

れを準用する。  

   附  則  

 この条例は、平成１１年５月１日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１６年４月１日条例第１号）  

 この条例は、平成１６年４月１日から施行する。  
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   附  則（平成１７年３月２８日条例第１号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  

   附  則（平成２０年３月２８日条例第１号）  

 この条例は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成

２０年５月７日から施行する。  

   附  則（平成２３年６月３０日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

別表（第２条関係）  

掲示場名  掲示場の位置  

太田市外三町広域清掃組合  

太田市細谷町６０４番地１  

掲示場  

太田市役所掲示場  太田市浜町２番３５号  

千代田町役場掲示場  千代田町大字赤岩１８９５番地の１  

大泉町役場掲示場  大泉町日の出５５番１号  

邑楽町役場掲示場  邑楽町大字中野２５７０番地１  
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○太田市外三町広域清掃組合の休日  

を定める条例  

 

平 成 １ １ 年 ５ 月 １ 日            

条 例 第 ２ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１６年 ４月 １日条例第２号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第１号 

 

 （組合の休日）  

第１条  次の各号に掲げる日は、組合の休日とし、組合の機関の執務は、原則とし

て行わないものとする。  

⑴  日曜日  

⑵  国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  

⑶  １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。）  

２  前項の規定は、組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行することを 妨げ

るものではない。  

 （期限の特例）  

第２条  組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規

定する期間（時をもって定める期間を除く。）をもって定めるものが組合の休日

に当たるときは、組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又

は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。  

   附  則  

 この条例は、平成１１年５月１日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１６年４月１日条例第２号）  

 この条例は、平成１６年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第１号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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 第２編  

 

 

   議  会  
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○太田市外三町広域清掃組合議会定  

例会条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 ３ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第１号 

 

 太田市外三町広域清掃組合議会の定例会の回数は、年２回とする。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第１号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合議会定  

例会規則  

 

平 成 １ ２ 年 ６ 月 １ 日            

規 則 第 １ ２ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日規則第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日規則第４号 

 

  太田市外三町広域清掃組合議会の定例会は、毎年３月及び９月にこれを招集す

る。ただし、都合により繰り上げ、又は繰り下げることができる。  

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日規則第１号）  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日規則第４号）  

 この規則は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合議会会  

議規則  

 

平 成 １ ２ 年 ６ 月 １ 日            

議 会 規 則 第 １ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日議会規則第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日議会規則第１号 

 

目次  

 第１章  総則（第１条－第１２条）  

 第２章  議案及び動議（第１３条－第１８条）  

 第３章  議事日程（第１９条－第２３条）  

 第４章  選挙（第２４条－第３２条）  

 第５章  議事（第３３条－第３８条）  

 第６章  発言（第３９条－第５２条）  

 第７章  表決（第５３条－第５９条）  

 第８章  会議録（第６０条－第６２条）  

 第９章  請願（第６３条－第６８条）  

 第１０章  辞職（第６９条・第７０条）  

 第１１章  規律（第７１条－第７６条）  

 第１２章  補則（第７７条）  

 附則    

   第１章  総則  

 （参集）  

第１条  議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しな

ければならない。  

 （欠席の届出）  

第２条  議員は事故のため出席できないときは、その理由を付け当日の開議時刻ま

でに議長に届け出なければならない。  

 （議席）  

第３条  議員の議席は、構成市町の一般選挙後の最初の会議において、議長が定め

る。  

２  最初の会議後、新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。  

３  議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変

更することができる。  

４  議席には、番号及び氏名標を付ける。  

 （会期）  

第４条  会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。  

２  会期は、招集された日から起算する。  
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 （会期の延長）  

第５条  会期は、議会の議決で延長することができる。  

 （会期中の閉会）  

第６条  会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉

会することができる。  

 （議会の開閉）  

第７条  議会の開閉は、議長が宣告する。  

 （会議時間）  

第８条  会議時間は、午前１０時から午後４ 時までとする。  

２  議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただ

し、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。  

 （休会）  

第９条  日曜日及び休日は、休会とする。  

２  議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。 

３  議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。 

４  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１１４条第１

項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、

休会の日でも会議を開かなければならない。  

 （会議の開閉）  

第１０条  開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。   

２  議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、

何人も、議事について発言することができない。  

 （定足数に関する措置）  

第１１条  開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないとき

は、議長は、延会を宣告することができる。  

２  会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席

を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。  

３  会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を 宣告する。  

 （出席催告）  

第１２条  法第１１３条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は

議員の住所に、文書又は口頭をもって行う。  

   第２章  議案及び動議  

 （議案の提出）  

第１３条  議員が、議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、

法第１１２条第２項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、

その他のものについては２人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなけ

ればならない。  

 （一事不再議）  

第１４条  議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出すること がで

きない。  

 （動議成立に必要な賛成者の数）  
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第１５条  動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他

に１人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。  

 （修正の動議）  

第１６条  修正の動議を議題とするには、法第１１５条の２の規定によるものにつ

いては所定の発議者が連署し、２人以上の賛成者がなければ議題とすることがで

きない。  

 （先決動議の表決の順序）  

第 １ ７ 条  他の 事 件に 先 立 って 表決 に 付さ な け れば なら な い動 議 が 競合 した とき

は、議長が表決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論 を用いないで

会議に諮って決める。  

 （事件の撤回又は訂正及び動議の撤回）  

第１８条  会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議

の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならな

い。  

２  前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。  

   第３章  議事日程  

 （議事日程の作成及び配布）  

第１９条  議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事

日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長が

これを報告して配布に代えることができる。  

 （議事日程の順序変更及び追加）  

第２０条  議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、

議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事

件を追加することができる。  

 （議事日程のない会議の通知）  

第２１条  議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して

会議を開くことができる。  

２  前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。  

 （延会の場合の議事日程）  

第 ２ ２ 条  議事 日 程に 記 載 した 事件 の 議事 を 開 くに 至ら な かっ た と き又 はそ の議

事が終わらなかったときは、議長は、更にその議事日程を定めなければならない。 

 （日程の終了及び延会）  

第２３条  議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告

する。  

２  議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認

めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に

諮って延会することができる。  

   第４章  選挙  

 （選挙の宣告）  

第２４条  議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。  

 （不在議員）  
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第２５条  選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができな

い。  

 （議場の出入口閉鎖）  

第２６条  投票による選挙を行うときは、議長は第２４条の規定による宣告の後、

職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。  

 （投票用紙の配布及び投票箱の点検）  

第２７条  投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布さ

せた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。  

２  議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。  

 （投票）  

第２８条  議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を備付けの投票箱に投入

する。  

 （投票の終了）  

第２９条  議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投

票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。  

 （開票及び投票の効力）  

第３０条  議長は、開票を宣告した後、２人以上の立会人とともに投票を点検しな

ければならない。  

２  前項の立会人は、議長が、議員のなかから会議に諮って指名する。  

３  投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。  

 （選挙結果の報告）  

第３１条  議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告 する。  

２  議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。  

 （選挙関係書類の保存）  

第３２条  議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とと

もにこれを保存しなければならない。  

   第５章  議事  

 （議題の宣告）  

第３３条  会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。  

 （一括議題）  

第３４条  議長は、必要があると認めるときは、２件以上の事件を一括して議題と

することができる。ただし、異議があるときは、討論を用い ないで会議に諮   っ

て決める。  

 （議案等の朗読）  

第３５条  議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗

読させる。  

 （議案の審議順序）  

第３６条  会議に付する事件の審議は、提出者の説明（請願を除く。）及び議員の

質疑の後、修正案の説明及びこれに関する質疑、討論、表決の順序によって行う。  

 （議決事件の字句及び数字等の整理）  

第３７条  議会は、議決の結果、生じた条項、字句、数字その他の整理を必要とす
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るときは、これを議長に委任することができる。  

 （議事の継続）  

第３８条  延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再び

その事件が議題となったときは、前の議事を継続する。  

   第６章  発言  

 （発言の許可等）  

第３９条  議員が発言しようとするときは、挙手をして「議長」と呼び、自己の議

席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。  

２  ２人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名

して発言させる。  

 （討論の方法）  

第４０条  討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対

者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。  

 （議長の発言討論）  

第４１条  議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が

終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その

議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。  

 （発言内容の制限）  

第４２条  発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超

えてはならない。  

２  議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場

合は発言を禁止することができる。  

３  議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。  

 （質疑の回数）  

第４３条  質疑は、同一議員につき、同一議題について３回を超えることができな

い。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。  

 （発言時間の制限）  

第４４条  議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限するこ

とができる。  

２  議長が定めた時間の制限について異議があるときは、議長は、討論を用いない

で会議に諮って決める。  

 （議事進行に関する発言）  

第４５条  議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理す

る必要があるものでなければならない。  

２  議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しな

ければならない。  

 （発言の継続）  

第４６条  延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事

を始めたときは、前の発言を続けることができる。  

 （質疑又は討論の終結）  

第４７条  質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。  
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２  質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結

の動議を提出することができる。  

３  質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って

決める。  

 （選挙及び表決時の発言制限）  

第４８条  選挙及び表決の宣告後は、何人も 発言を求めることができない。ただし、

選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。  

 （一般質問）  

第４９条  議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て質問することがで

きる。  

２  質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければな

らない。  

 （緊急質問等）  

第５０条  質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、

前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。  

２  前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならな

い。  

３  第１項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなけ

ればならない。  

 （準用規定）  

第５１条  質問については、第４３条及び第４７条第１項の規定を準用する。  

 （発言の取消し又は訂正）  

第５２条  議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、

又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、

字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。  

   第７章  表決  

 （表決問題の宣告）  

第５３条  議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会 議に宣告す

る。  

 （不在議員）  

第５４条  表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。  

 （条件の禁止）  

第５５条  表決には、条件を付けることができない。  

 （起立又は挙手による表決）  

第５６条  議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立又は挙手さ

せ、起立者又は挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。  

 （表決の訂正）  

第５７条  議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。  

 （簡易表決）  

第５８条  議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がな

いと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し異
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議があるときは、議長は、起立又は挙手の方法で表決を採らなければならない。 

 （表決の順序）  

第５９条  同一議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が

表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。た

だし、表決の順序について異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮

って決める。  

２  修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。  

   第８章  会議録  

 （会議録の記載事項）  

第６０条  会議録に記載する事項は、次のとおりとする。  

⑴  開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時  

⑵  開議、散会、延会、中止及び休憩の日時  

⑶  出席及び欠席議員の氏名  

⑷  職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  

⑸  説明のため出席した者の職氏名  

⑹  議事日程  

⑺  議長の諸報告  

⑻  議員の異動並びに議席の指定及び変更  

⑼  会議に付した事件  

⑽  議案の提出、撤回及び訂正に関する事項  

⑾  選挙の経過  

⑿  議事の経過  

⒀  その他議長又は議会において必要と認めた事項  

 （会議録署名議員）  

第６１条  会議録に署名すべき議員は２人と し、議長が会議において指名する。  

 （保存年限）  

第６２条  会議録の保存年限は、永年とする。  

   第９章  請願  

 （請願書の記載事項等）  

第６３条  請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及

び氏名（法人の場合にはその名称及び代表者の氏名）を記載し押印しなければな

らない。  

２  請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならな

い。  

３  請願書の提出は、平穏になさなければならない。  

 （請願書の取下げ）  

第 ６ ４ 条  議長 が 受理 し た 請願 でい ま だ会 議 に 付さ れて い ない も の を請 願者 が取

り下げる場合は、議長の承認を得なければならない。  

 （請願文書表の作成及び配布）  

第６５条  議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。  

２  請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹
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介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。  

３  請願文書表には、請願者数人連署のものはほか何人、同一議員の紹介による数

件の内容同一のものはほか何件と記載する。  

 （紹介議員の説明）  

第６６条  議長は、会議の議題となった請願について、審議の ため必要があると認

めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。  

２  紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。  

 （請願の審議報告）  

第６７条  議会は、請願について審議の結果を次の区分により決定する。  

⑴  採択すべきもの  

⑵  不採択とすべきもの  

２  採 択す べき も のと 決 定 した 請願 で 管理 者 そ の他 関係 機 関に 送 付 する こと を適

当 と 認 め るも の 並びに そ の 処 理の 経 過及び 結 果 の報 告 を 請求す る こ とを 適 当 と

認めるものについては、その旨を付記しなければならない。  

 （請願の送付並びに処理の経過及び経過報 告の請求）  

第６８条  議長は、議会の採択した請願で、管理者その他の関係機関に送付しなけ

ればならないものはこれを送付し、その処理経過及び結果の報告を請求すること

に決したものについては、これを請求しなければならない。  

   第１０章  辞職  

 （議長及び副議長の辞職）  

第６９条  議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとすると

きは議長に辞表を提出しなければならない。  

２  前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決め

る。  

３  閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長はその旨を次の議会に報告しな

ければならない。  

 （議員の辞職）  

第７０条  議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。 

２  前条第２項及び第３項の規定は、議員の辞職について準用する。  

   第１１章  規律  

 （品位の尊重）  

第７１条  議員は、議会の品位を重んじなければならない。  

 （携帯品）  

第７２条  議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさ、写真機及び録音

機等の類を着用又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により、議

長の許可を得たときは、この限りでない。  

 （議事妨害の禁止）  

第７３条  何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言

動をしてはならない。  

 （離席）  

第７４条  議員は、会議中は、みだりにその議席を離れてはならない。  
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 （新聞紙等の閲読禁止）  

第７５条  何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類

を閲読してはならない。  

 （議長の秩序保持権）  

第７６条  法又はこの規則に定めるもののほか規律に関する問題は、議長が定める。

ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決

める。  

   第１２章  補則  

 （会議規則の疑義に対する措置）  

第７７条  この規則の施行に関し生じた疑義は、議長が決める。ただし、異議があ

るときは、会議に諮って決める。  

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日規則第１号）  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日規則第１号）  

 この規則は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合議会の  

個人情報の保護に関する条例  

 

令 和 ５ 年 ３ 月 ２ ７ 日            

条 例 第 ３ 号            

 

 

 （目的）  

第１条  この条例は、太田市外三町広域清掃組合議会（以下「組合議会」という。）

における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、組合議会

が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにす

ることにより、組合議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利

益を保護することを目的とする。  

 （準用規定）  

第 ２ 条  こ の条 例 の施 行 に 関し ては 、 太田 市 議 会の 個人 情 報の 保 護 に関 する 条例

（令和４年太田市条例第５４号）の例による。  

   附  則  

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合議会傍  

聴規則  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

議 会 規 則 第 ２ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日議会規則第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日議会規則第１号 

改正 平成３１年 ４月 １日議会規則第１号 

 

 （趣旨）  

第１条  この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第１３０条第３項の規定に基づき、太田市外三町広域清掃組合議会の傍聴に関し、

必要な事項を定めるものとする。  

 （傍聴席の区分）  

第２条  傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。  

 （傍聴人の定員）  

第３条  一般席の傍聴人の定員は１０人以内とする。  

２  議長は、傍聴席の管理上の都合その他の理由により必要があると認めるときは、

傍聴人の数を制限することができる。  

 （議場への入場禁止）  

第４条  傍聴人は、議場に入ることができない。  

 （傍聴席に入ることができない者）  

第５条  次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。  

⑴  危険な物を持っている者  

⑵  酒気を帯びていると認められる者  

⑶  前２号に定める者のほか、会議を妨げ、又は人に迷惑を及ぼすと認められる

  者  

 （傍聴人の守るべき事項）  

第６条  傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。  

 ⑴  議場 にお け る言 論 に 対し て拍 手 その 他 の 方法 によ り 公然 と 可 否を 表明 しな

いこと。  

 ⑵  飲食又は喫煙をしないこと。  

 ⑶  携帯している電子機器類等から音を発生させないこと。  

 ⑷  前３号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議会の妨げとなるよう

な行為をしないこと。  

 （撮影、録音等の制限）  

第７条  傍聴人は、傍聴席において撮影、録音その他これらに類する行為をしよう

とするときは、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。  

 （傍聴人の退場）  

第８条  傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければな
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らない。  

 （係員の指示）  

第９条  傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。  

 （違反に対する措置）  

第１０条  法第１３０条第１項及び第２項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの

規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、こ

れを退場させることができる。  

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日規則第１号）  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日規則第１号）  

 この規則は、平成１７年３月２８日から施行する。  

   附  則（平成３１年４月１日規則第１号）  

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合議会公  

印規則  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

議 会 規 則 第 ３ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日議会規則第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日議会規則第１号 

 

  （目的）  

第１条  この規則は、太田市外三町広域清掃組合議会の公印について、必要な事項

を定めることを目的とする。  

 （公印の種類）  

第２条  公印の種類は、次のとおりとし、公印の名称、書体、寸法、個数及び使用

区分は、次の表のとおりとする。  

 ⑴  太田市外三町広域清掃組合議会之印  

 ⑵  太田市外三町広域清掃組合議会議長之印  

公  印  の  名  称  書  体  

寸     法  

個数  使 用 区 分        

ミリメートル  

太田市外三町広域清掃組合  

議会之印  
てん書  方    ２ ４  １  一 般 公 文 書 用        

太田市外三町広域清掃組合  

議会議長之印  
てん書  方    ２ １  １  

議 長 名 を も っ て

する文書用  

 （公印の保管）  

第３条  公印は、事務局長がこれを保管するものとする。  

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日議会規則第１号）  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日議会規則第１号）  

 この規則は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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第３編  

 

 

   委員会・委員  
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○太田市外三町広域清掃組合監査委  

員の事務執行に関する条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 ４ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第１号 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、太田市外三町広域清掃組合規約（平成１７年３月４日群馬県

指令地第１３８号許可）第１１条の規定に基づく監査委員（以下「監査委員」と

いう。）の事務執行に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 （定期監査）  

第２条  監査委員は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第１９９条第４項の規定による定期監査を行うときは、監査期日前７日までにそ

の期日を管理者及び関係機関に通知し なければならない。  

 （監査の請求又は要求があった場合の監査）  

第３条  監査委員は、法第７５条第１項の規定による監査の請求があった場合又は

法第１９９条第６項の規定による監査の要求があった場合には２０日以内に、法

第２４２条第１項の規定による監査の請求があった場合は、６ ０日以内に監査を

行わなければならない。ただし、特別の事由 があると認められるときは、この限

りでない。  

 （決算書類等の審査）  

第４条  監査委員は、法第２３３条第２項の規定により決算及び証書類等が審査に

付されたときは、３０日以内に意見書を管理者に提出しなければならない。  

２  法 第２ ４１ 条 第５ 項 の 規定 によ る 基金 の 運 用状 況を 示 す書 類 の 審査 につ いて

の意見は、前項の例によりこれを行わなければならない。  

 （報告及び公表等）  

第５条  法令の定めるところにより行う監査 、検査又は審査の結果の報告、公表又

は通知は、監査、検査又は審査の終了後速やかに行わなければならない。  

２  前項の公表その他法令に定める告示は、太田市外三町広域清掃組合公告式条例

（平成１１年条例第１号）の例によって行うものとする。  

 （委任）  

第６条  この条例に定めるもののほか、監査委員の事務執行に関し必要な事項は、

監査委員が定める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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   附  則（平成１７年３月２８日条例第 １号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合監査委  

員公印規程  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

監 査 規 程 第 １ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日監査規程第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日監査規程第１号 

 

 （目的）  

第１条  この規程は、太田市外三町広域清掃組合監査委員の公印について、必要な

事項を定めることを目的とする。  

 （公印の種類）  

第２条  公印の種類は、次のとおりとし、公印の名称、書体、寸法、個数及び使用

区分は、次の表のとおりとする。  

 ⑴  太田市外三町広域清掃組合監査委員之 印  

 ⑵  太田市外三町広域清掃組合代表監査委員之印  

公  印  の  名  称  書  体  

寸     法  

個数  使 用 区 分        
ミリメートル  

太田市外三町広域清掃組合  

監査委員之印  
てん書  方    ２ １  １  一 般 公 文 書 用        

太田市外三町広域清掃組合  

代表監査委員之印  
てん書  方    ２ １  １  

代 表 監 査 委 員 名

を も っ て す る 文

書用  

 （公印の保管）  

第３条  公印は、事務局長がこれを保管するものとする。  

   附  則  

 この規程は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日監査規程第１号）  

 この規程は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日監査規程第１号）  

 この規程は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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第４編  

 

 

   組織・処務  
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○太田市外三町広域清掃組合事務分  

掌規則  

 

平 成 １ １ 年 ５ 月 １ 日            

規 則 第 １ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日規則第１号 

改正 平成１６年 ４月 １日規則第３号 

改正 平成１７年 ３月２８日規則第１号 

改正 平成２２年 ４月 １日規則第２号 

改正 平成２６年 ４月 １日規則第１号 

改正 平成３１年 ４月 １日規則第１号 

改正 令和 ３年 ３月２９日規則第１号 

改正 令和 ４年 ３月２８日規則第１号 

 

 （趣旨）  

第１条  この規則は、太田市外三町広域清掃組合規約（平成１１年３月４日群馬県

指令地第１３８号許可）第１０条に規定する管理者の事務局の職員の分掌事 務に

ついて定めるものとする。  

 （課及び係の設置）  

第２条  前条に規定する事務局に局長、副局長を置き、次の課及び係を置く。  

課  係 

総務課  総務係  業務係  

施設整備課  施設整備係  

 （事務分掌）  

第３条  前条に規定する課の事務分掌は、次のとおりとする。  

課 係 事務分掌  

総務課  総務係  ⑴  総務及び人事管理に関すること。  

⑵  財産の取得及び処分に関すること。  

⑶  財務会計に関すること。  

⑷  文書の収受発送及び保管に関すること。  

⑸  物品の出納、保管、購入及び売却等に関すること。 

⑹  議会に関すること。  

⑺  監査に関すること。  

⑻  一般廃棄物の処理に係る企画、調査及び計画に関

すること。  

⑼  一般廃棄物の減量、リサイクルの普及、宣伝及び

広報に関すること。  

⑽  一般廃棄物の処理手数料に関すること。  

⑾  課の庶務に関すること。  

⑿  組合構成市町との連絡調整に関すること。（清掃

事務に限る。）  

業務係  ⑴  施設の維持管理及び運転管理に関すること。  

⑵  一般廃棄物の計量及び検査に関すること。  

⑶  一般廃棄物の搬入指導及び監督に関すること。  

施設整備課  施設整備係  ⑴  （仮称）太田市外三町広域斎場整備に関すること。 
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⑵  課の庶務に関すること。  

⑶  組合構成市町との連絡調整に関すること。（斎場

事務に限る。）  

   附  則  

 この規則は、平成１１年５月１日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日規則第１号）  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１６年４月１日規則第３号）  

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日規則第１号）  

この規則は、平成１７年３月２８日から施行する。  

   附  則（平成２２年４月１日規則第２号）  

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。  

   附  則（平成２６年４月１日規則第１ 号）  

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。  

   附  則（平成３１年４月１日規則第１号）  

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。  

   附  則（令和３年３月２９日規則第１号）  

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。  

   附  則（令和４年３月２８日規則第１号）  

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合管理者  

の職務を代理する副管理者の順序  

を定める規則  

 

平 成 １ １ 年 ５ 月 １ 日            

規 則 第 ２ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日規則第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日規則第１号 

 

第１条  太田市外三町広域清掃組合管理者の職務を代理する副管理者については、

この規則の定めるところによる。  

第２条  前条の副管理者の順序は、次の順序による。  

 第１順位   大泉町長  

 第２順位   邑楽町長  

 第３順位   千代田町長  

   附  則  

 この規則は、平成１１年５月１日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日規則第１号）  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日規則第１号）  

 この規則は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合会計管  

理者の事務の代理に関する規則  

 

平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日            

規 則 第 ３ 号            

 

 

 （趣旨）  

第１条  この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７０条第３項の

規定による会計管理者の事務の代理に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 （準用規定）  

第２条  会計管理者の事務の代理に関しては、太田市会計管理者の事務の代理に関

する規則（平成１９年太田市規則第４３号）の例による。  

   附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、平成１９年４月１日から施行する。  

（ 太 田 市 外 三町 広 域清 掃 組 合 収 入役 の 職務 を 代 理 す る上 席 の出 納 員 を 定 める 規

則の廃止）  

２  太 田市 外三 町 広域 清 掃 組合 収入 役 の職 務 を 代理 する 上 席の 出 納 員を 定め る規

則（平成１７年太田市外三町広域清掃組合規則第１号）は、廃止する。  
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○太田市外三町広域清掃組合事務専  

決規程  

 

平 成 １ １ 年 ５ 月 １ 日            

規 程 第 １ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日規程第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日規程第１号 

 

 （目的）  

第１条  この規程は、管理者の権限に属する事務の執務に関し必要な事項を定め、

明確な責任のもとに、合理的かつ能率的な 事務の処理を図ること を目的とする。 

 （準用規定）  

第２条  前条の事務の執務に関しては、太田市事務専決規程（平成１７年太田市訓

令第６号）の例による。  

   附  則  

 この規程は、平成１１年５月１日から施行 する。  

   附  則（平成１２年９月１日規程第１号）  

 この規程は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日規程第１号）  

 この規程は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合文書取  

扱規則  

 

平 成 １ １ 年 ５ 月 １ 日            

規 則 第 ４ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日規則第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日規則第１号 

改正 平成２５年 ８月 １日規則第１号 

 

 （目的）  

第１条  この規則は、事務能率向上のため文 書の正確、かつ、迅速な取扱いについ

て定めることを目的とする。  

 （準用規定）  

第２条  前条の文書取扱については、太田市文書等取扱規則（平成１７年太田市規

則第１５号）の例による。  

   附  則  

 この規則は、平成１１年５月１日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日規則第１号）  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日規則第１号）  

 この規則は、平成１７年３月２８日から施行する。  

   附  則（平成２５年８月１日規則第１号）  

 この規則は、平成２５年８月１日から施行する。  



- 45 - 

○太田市外三町広域清掃組合公印規  

則  

 

平 成 １ １ 年 ５ 月 １ 日            

規 則 第 ５ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日規則第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日規則第１号 

改正 平成１９年 ４月 １日規則第１号 

改正 平成２１年 ７月 １日規則第２号 

改正 平成３１年 ４月 １日規則第４号 

改正 令和 ３年 ３月２９日規則第２号 

 

 （目的）  

第１条  この規則は、太田市外三町広域清掃組合の公印について必要な事項を定め

ることを目的とする。  

 （公印の種類等）  

第２条  公印の種類、書体、寸法、使用の範囲及び保管者は、別表第１のと おりと

し、ひな形は、別表第２のとおりとする。  

２  職務代理者印のひな形等は、当該代理される職の職印に準ずるものとする。  

 （公印の保管）  

第３条  公印は、事務所において確実に保管しなければならない。  

 （公印の使用）  

第４条  公印を使用するときは、公印保管責任者に決裁済の文書又は使用する文書

を提示し、その承認を受けなければならない。  

 （公印台帳）  

第５条  公印を整理するため、総務課に公印台帳（別記様式）を備え、公印の印影、

種類その他必要な事項を登載しておかなければならない。  

 （公印の新調、改刻及び廃棄）  

第６条  公印保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄する必要があると認

めたときは、管理者の指導を受けなければならない。  

 （公印刷込み）  

第７条  公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷す

ることができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管責任者を経て

管理者に公印刷込み承認願いを提出して承諾を受けなければならない。  

２  印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、局長が保管するものとす

る。  

   附  則  

 この規則は、平成１１年５月１日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日規則第１ 号）  

 この規則は、公布の日から施行する。  
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   附  則（平成１７年３月２８日規則第１号）  

 この規則は、平成１７年３月２８日から施行する。  

   附  則（平成１９年４月１日規則第１号）  

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。  

   附  則（平成２１年７月１日規則第２号）  

 この規則は、平成２１年７月１日から施行する。  

   附  則（平成３１年４月１日規則第４号）  

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。  

   附  則（令和３年３月２９日規則第２号）  

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。  

 

 

別表第１（第２条関係）  

公 印 の 名 称           ひ な 形 書 体 

寸 法 

保管責任者 使 用 区 分 

ミリメートル 

太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃

組合之印  
１  て ん 書 方    2 4 局 長 

組合名をもってす

る文書  

太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃

組合管理者之印  
２  〃  方    2 1 〃  

管理者名をもって

する文書  

太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃

組合副管理者之印  
３  〃  方    2 1 〃  

副管理者名をもっ

てする文書  

太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃

組 合 管 理 者 職 務 代 理 者

之印  

４  〃  方    2 1 〃  
職務代理者名をも

ってする文書  

太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃

組合会計管理者之印  
５ 楷 書 方    2 1 会計管理者 

会計管理者名をも

ってする文書  

小切手振出用  

太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃

組合出納員之印  
６ 〃  － 総 務 課 長 

各種収入金の収納

用（レジスター用） 

太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃

組合出納員之印  
７ 〃  直径   2 0 総 務 課 長 

各種収入金の収納

用  



- 47 - 

別表第２（第２条関係）  

    １                ２            ３  

太

田

市

外 

三

町

広

域 

清

掃

組

合 

之

印 

 太

田

市

外 

三

町

広

域 

清

掃

組

合 

管

理

者

之

印 

 太

田

市

外 

三

町

広

域 

清

掃

組

合 

副

管

理

者

之

印 

 

   

   

   

 

    ４                ５            ６  

 太

田

市
外

三 

町

広

域
清

掃 

組

合

管
理

者 

職

務

代
理

者 

之

印 

 太
田
市
外 

三
町
広
域 

清
掃
組
合 

会
計
管
理
者
之
印 

                   太田市外三町  

   広域清掃組合  

   出 納 員 之 印  

    

  

 

    ７  

   

   太田市外三町  

   広域清掃組合  

   □ □ □  

   出 納 員  

    Ｎｏ  

 

 

別記様式（第５条関係）  

公印の名称  印    影  使用開始年月日  備     考  
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○太田市外三町広域清掃組合出納員  

事務取扱規則  

 

平 成 ２ １ 年 ７ 月 １ 日            

規 則 第 １ 号            

 

改正 令和 ３年 ３月２９日規則第３号 

 

（出納員の設置）  

第１条  出納事務を処理するため太田市外三町広域清掃組合（以下「組合」という。）

事務局に出納員を置く。  

２  出納員は、この規則の定めるところにより出納事務に従事する。  

（現金の収納）  

第２条  出納員の収納する収入の範囲は、次の各号のとおりとする。  

 ⑴  リサイクルプラザ施設使用料  

 ⑵  廃棄物処理手数料  

 ⑶  資源化物売払収入  

 ⑷  再生品売払収入  

 ⑸  電力売払収入  

 ⑹  その他の手数料  

（領収印の押印）  

第３条  出納員は、納入者より現金を収納したときは、領収書に組合公印規則に定

める領収印を押し、納入者に交付しなければならない。  

（現金の払込み）  

第４条  出納員の収納した現金は、所定の整理を行い当日又は翌日に指定金融機関

にこれを払込まなければならない。ただし、毎日払込むこ とが不適当と認められ、

あらかじめ会計管理者の同意を得たものは、この限りでない。  

（現金の支出）  

第５条  出納員が現金を支出したときは、証拠書類その他所定の書類を整理しなけ

ればならない。  

（出納員の職名）  

第６条  出納員は、その職務執行に当たり次の職名を用いらなければならない。  

 ⑴  太田市外三町広域清掃組合出納員  職  氏名  

（職務執行状況の検査）  

第７条  会計管理者は、出納員の職務状況の執行について随時検査することができ

る。  

２  前項の場合、会計管理者は、出納員に対し調査資料の提出を求めることができ

る。  

（帳簿の整理）  

第８条  出納員は、会計管理者の指示による必要な帳簿を備え、記帳整理しなけれ
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ばならない。  

（現金の取扱い）  

第９条  出納員はその取扱いに係る現金を他の現金と混同してはならない。  

（現金の亡失）  

第１０条  出納員は、その保管に係る現金を亡失したときは、遅滞なくその理由を

付し所属長、会計管理者を経て管理者に届出てその指示を受けなければ ならない。 

（事務の引継ぎ）  

第１１条  出納員等の事務の引継ぎを終えたときは、会計管理者にその写しを提出

しなければならない。  

   附  則  

この規則は、平成２１年７月１日から施行する。  

   附  則（令和３年３月２９日規則第３号）  

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合幹事会  

規程  

 

平 成 １ １ 年 ５ 月 １ 日            

規 程 第 １ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日規程第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日規程第１号 

改正 平成１８年 ４月 １日規程第１号 

改正 平成１９年 ４月 １日規程第１号 

改正 平成２２年 ４月 １日規程第１号 

 

（名称） 

第１条 この幹事会は、太田市外三町広域清掃組合幹事会（以下「幹事会」という。）と称

する。 

（目的） 

第２条 幹事会は、太田市外三町広域清掃組合（以下「組合」という。）の事務を円滑に処

理、推進することを目的とする。 

（組織） 

第３条 幹事会は、次の市町（以下「関係市町」という。）及び関係機関として大泉町外二

町環境衛生施設組合（以下「大泉外組合」という。）をもってこれを組織し、関係市町清

掃事業担当部課長及び大泉外組合の所長及び副所長を幹事とする。 

 ⑴ 太田市 

 ⑵ 千代田町 

 ⑶ 大泉町 

 ⑷ 邑楽町 

２ 幹事会の下部組織として、担当者部会を置く。 

（事業） 

第４条 幹事会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 ⑴ 組合事業の連絡調整に関すること。 

 ⑵ その他必要な業務に関すること。 

（事務局） 

第５条 幹事会の事務局は、組合総務課がこれにあたる。 

（会議） 

第６条 幹事会の会議は、組合の事業に関し協議、検討を行い、具体的事項を提案する。  

（会議の招集） 

第７条 幹事会の会議は、局長がこれを招集し、会議の議長となる。 

２ 会議開催の日時及び場所は、会議に付すべき案件と共に、局長があらかじめこれを幹事

に通知しなければならない。 

３ 幹事会の会議の議事その他会議の運営に関して必要な事項は、幹事会の会議で定める。 

 



- 51 - 

（補則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、幹事会の運営に関して必要な事項は、局長が定める。 

   附  則  

 この規程は、平成１２年９月１日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日規程第１号）  

 この規程は、平成１７年３月２８日から施行する。  

   附  則（平成１８年４月１日規程第１号）  

 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１９年４月１日規程第１号）  

 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。  

   附  則（平成２２年４月１日規程第２号）  

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。  
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○（仮称）太田市外三町広域斎場連  

絡調整会議規程  

 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日            

規 程 第 １ 号            

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町における広域斎場事務を円滑に

処理及び推進するため、（仮称）太田市外三町広域斎場連絡調整会議（以下「斎場会議」

という。）の設置に関し、必要な事項を定める。 

（組織） 

第２条 斎場会議は、別表に掲げる組織で構成する。 

（事業） 

第３条 斎場会議は、次に掲げる事項について調査し、検討する。 

 ⑴ 広域斎場事務の連絡調整に関すること。 

 ⑵ その他必要な斎場事務に関すること。 

（事務局） 

第４条 斎場会議の事務局は、太田市外三町広域清掃組合がこれにあたる。 

（会議） 

第５条 斎場会議は、必要に応じて開催する。 

（補則） 

第６条 この規程に定めるもののほか、斎場会議の運営に関し必要な事項は、斎場会議で別

に定める。 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この規程は、令和４年４月１日から施行する。  

 （事務の承継）  

２  斎場会議は、令和４年３月３１日をもって解散する（仮称）太田市外三町広域

斎場連絡調整会議の事務を承継する。  

 

別表（第２条関係）  

太田市  市民課  

千代田町  
住民福祉課  

建設環境課  

大泉町  
住民課  

環境整備課  

邑楽町  
住民保険課  

建設環境課  

大泉町外二町環境衛生施設組合  

太田市外三町広域清掃組合  
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○太田市外三町広域清掃組合行政不  

服審査会条例  

 

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日            

条 例 第 １ 号            

 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８１条第４項の規定に

基づき、同条第２項の規定により設置する太田市外三町広域清掃組合行政不服審査会（以

下「審査会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （事件ごとの設置） 

第２条 審査会は不服申立てのあった都度、事件ごとに設置する。 

 （組織） 

第３条 審査会は、委員３人をもって組織する。 

２ 委員は非常勤とする。 

 （委員） 

第４条 委員は、非常勤とし、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることがで

き、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。 

２ 委員は、行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項の処理が完了したと

きは、解任されるものとする。 

３ 管理者は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職

務の職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員

を罷免することができる。 

４ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

５ 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をして

はならない。 

６ 委員の報酬は、別に条例で定める。 

 （会長） 

第５条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。  

 （委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （太田市外三町広域清掃組合特別職の職員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正） 

２ 太田市外三町広域清掃組合特別職の職員の報酬、費用弁償等に関する条例（平成１１年
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太田市外三町広域清掃組合条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第１条に次の１号を加える。 

 ⑷ 行政不服審査会の会長及び委員 

 別表第１に次のように加える。 

行政不服審査会 
会  長 日 額 ５，０００円 

委  員 日 額 ５，０００円 
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○太田市外三町広域清掃組合情報公  

開条例  

 

平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日            

条 例 第 ３ 号            

 

 

（目的）  

第１条  この条例は、地方自治の本旨にのっ とり、公文書の開示を請求する組合圏

域住民の権利を保障することにより、組合の諸活動を住民に説明する責務 を全う

し、住民の組合行政への参加を促進するとともに、公正で開かれた組合行政を推

進することを目的とする。  

 （準用規定）  

第２条  公文書の開示等の取扱いに関しては、太田市情報公開条例（平成１７年太

田市条例第９号）の例による。  

   附  則  

 この条例は、平成１７年４月１日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合情報公  

開及び個人情報保護審査会条例  

 

令 和 ５ 年 ３ 月 ２ ７ 日            

条 例 第 ２ 号            

 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、太田市外三町広域清掃組合情報公開及び個人情報保護審査会

の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。  

 （準用規定）  

第２条  この条例の施行に関しては、太田市情報公開及び個人情報保護審査会条例

（平成１７年太田市条例第１０号）の例による。この場合において、同条例第４

条第１項中「２年」とあるのは、「委嘱の日から当該諮問に係る答申を行うまで

の期間」とする。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 （太田市外三町広域清掃組合特別職の職員の報酬、費用弁償等に関する条例の一

部改正）  

２  太田市外三町広域清掃組合特別職の職員の報酬、費用弁償等に関する条例（平

成１１年太田市外三町広域清掃組合条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第１条第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。  

 ⑶  情報公開及び個人情報保護審査会の会長及び委員  

 別表第１監査委員の項の次に次のように加える。  

情報公開及び個人情報

保護審査会  

会   長  日  額  ８，９００円  

委   員  日  額  ７，９００円  
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○太田市外三町広域清掃組合個人情  

報の保護に関する法律施行条例  

 

令 和 ５ 年 ３ 月 ２ ７ 日            

条 例 第 １ 号            

 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年 法律第５７号。以

下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （準用規定）  

第２条  法の施行に関しては、太田市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和

４年太田市条例第４７号）の例による。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 （太田市外三町広域清掃組合個人情報保護条例の廃止）  

２  太田市外三町広域清掃組合個人情報保護条例（平成１７年太田市外三町広域清

掃組合条例第４号）は、廃止する。  
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 第５編  

 

 

   人  事  
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   第１章  定数・任用  

 

○太田市外三町広域清掃組合職員定  

数条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 ６ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第１号 

改正 令和 ４年 ３月２８日条例第１号 

 

 （目的）  

第１条  この条例は、太田市外三町広域清掃組合に、常時勤務する職員（以下「職

員」という。）の定数に関し、必要な事項を定めることを目的とする。  

 （職員の定数）  

第２条  職員の定数は、１２人とする。  

 （規則への委任）  

第３条  この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第１号）  

この条例は、平成１７年３月２８日から施行 する。  

   附  則（令和４年３月２８日条例第１号）  

この条例は、令和４年４月１日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合職員の  

名称及び職名に関する規則  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

規 則 第 ７ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日規則第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日規則第１号 

改正 平成１９年 ４月 １日規則第２号 

改正 平成２２年 ４月 １日規則第３号 

改正 平成２８年 ４月 １日規則第１号 

改正 平成２９年 ４月 １日規則第１号 

改正 平成３１年 ４月 １日規則第２号 

 

 （趣旨）  

第１条  この規則は、太田市外三町広域清掃組合職員定数条例（平成１１年条例第

６号）第２条に規定する職員の職名について定めるものとする。  

 （職員の職名の種類）  

第２条  職員の組織上の職名は、別表に掲げるとおりとする。  

 （その他の事項）  

第３条  この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。  

附  則  

この規則は、公布の日から施行する。  

 附  則（平成１２年９月１日規則第１号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日規則第１号）  

 この規則は、平成１７年３月２８日から施行する。  

   附  則（平成１９年４月１日規則第２号）  

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。  

   附  則（平成２２年４月１日規則第３号）  

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。  

   附  則（平成２８年４月１日規則第１号）  

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

   附  則（平成２９年４月１日規則第１号）  

 この規則は、平成２９年４月１日から施行 する。  

   附  則（平成３１年４月１日規則第２号）  

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。  
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別表（第２条関係）  

組 織 上 の 職 名         

局 長         

副 局 長         

参 事         

課 長 ・ 主 幹         

課 長 補 佐         

係 長         

係 長 代 理         

主 査 専 門 員         

主     任         

主 任 運 転 技 士         

主任ボイラー技士  

主任機械操作技士  

主 任 業 務 技 士         

主 任 専 門 員         

主 事 ・ 技 師         

運 転 技 士         

ボ イ ラ ー 技 士         

機 械 操 作 技 士         

業 務 技 士         
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専 門 員         

運 転 技 士 補         

ボ イ ラ ー 技 士 補         

機 械 操 作 技 士 補         

主 事 補 ・ 技 師 補         

業 務 員         
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第２章  分限・懲戒  

 

○太田市外三町広域清掃組合職員の  

分限に関する手続及び効果に関す  

る条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 ７ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第２号 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第３項

の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続き及び効果に関し、

必要な事項を定めるものとする。  

 （準用規定）  

第２条  前条の分限に関する手続及び効果に関しては、太田市職員の分限に関する

手続及び効果に関する条例（平成１７年太田市条例第４８号）の 例による。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第２号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合職員の  

降給に関する条例  

 

平 成 ２ ８ 年 ８ 月 １ 日            

条 例 第 ３ 号            

 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２７条第２項

及び第２８条第３項の規定に基づき、職員（太田市外三町広域清掃組合職員の一

般職の職員の給与に関する条例（平成１１年条例第１９号）の適用を受ける者を

いう。以下同じ。）の意に反する降給に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （準用規定）  

第２条  職員の降給に関しては、太田市職員の降給に関する条例（平成２８年太田

市条例第１２号）の例による。  

 （委任）  

第３条  この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。  

   附  則  

 この条例は、平成２８年８月１日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合職員の  

定年等に関する条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 ８ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１３年 ３月２８日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第２号 

改正 令和 ４年１０月 ５日条例第２号 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 ２２条の４第

１項及び第２項、第２２条の５第２項、第２８条の２、第２８条の５、第２８条

の６第１項から第３項まで並びに第２８条の７の規定に基づき、職員の定年等に

関し必要な事項を定めるものとする。  

 （準用規定）  

第２条  前条の職員の定年等に関しては、太田市職員の定年等に関する条例（平成

１７年太田市条例第５０号）の例による。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１３年３月２８日条例第１号）  

 この条例は、平成１３年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第２号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  

   附  則（令和４年１０月５日条例第２号）  

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合職員の  

懲戒の手続及び効果に関する条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 ９ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第２号 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２９条第２項

の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものと

する。  

 （準用規定）  

第２条  前条の懲戒の手続及び効果に関しては、職員の懲戒の手続及び効果に関す

る条例（平成１７年太田市条例第５１号）の例による。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第２号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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  第３章  服務  

 

○太田市外三町広域清掃組合職員の  

勤務時間、休暇等に関する条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 １ ２ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第２号 

改正 平成２８年 ４月 １日条例第２号 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項

の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるも

のとする。  

 （準用規定）  

第２条  前条の勤務時間、休日及び休暇に関しては、太 田市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例（平成１７年太田市条例第５２号）の例による。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第２号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  

   附  則（平成２８年４月１日条例第２号）  

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合会計年  

度任用職員の勤務時間、休暇等に  

関する条例  

 

令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ３ 日            

条 例 第 ２ 号            

 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第

５項の規定に基づき、同法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員

（以下「会計年度任用職員」という。）の勤務時間、休日及び休暇に関し必

要な事項を定めるものとする。  

 （準用規定）  

第２条  前条の勤務時間、休日及び休暇に関しては、太田市会計年度任用職員

の勤務時間、休暇等に関する条例（令和元年太田市条例第２６ 号）の例によ

る。  

 （委任）  

第３条  この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。  

   附  則  

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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○太田市外三町広域清掃組合職員の  

育児休業等に関する条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 １ ３ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第２号 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法 律第１１

０号。以下「育児休業法」という。）第２条第１項、第３条第２項、第５条第２

項、第７条並びに第１９条第１項及び第２項の規定により、職員の育児休業等に

関し、必要な事項を定めるものとする。  

 （準用規定）  

第２条  前条の育児休業等に関しては、太田市職員の育児休業等に関する条例（平

成１７年太田市条例第５３号）の例による。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第２号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合職員の  

修学部分休業に関する条例  

 

平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日            

条 例 第 １ 号            

 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第 ２６条の２第

１項、第３項及び第４項の規定に基づき、職員（太田市外三町広域清掃組合職員

の一般職の職員の給与に関する条例（平成１１年条例第１９号）の適用を受ける

者をいう。以下同じ。）の修学部分休 業に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （準用規定）  

第２条  職員の修学部分休業に関しては、太田市職員の修学部分休業に関する条例

（平成２９年太田市条例第２５号）の例による。  

 （委任）  

第３条  この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。  

   附  則  

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合職員の  

高齢者部分休業に関する条例  

 

平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日            

条 例 第 ２ 号            

 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２ ６条の３第

１ 項 並 び に同 条 第２項 に お い て準 用 する同 法 第 ２６ 条 の ２第３ 項 及 び第 ４ 項 の

規定に基づき、職員（太田市外三町広域清掃組合職員の一般職の職員の給与に関

する条例（平成１１年条例第１９号）の適用を受ける者をいう。以下同じ。）の

高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。  

（準用規定）  

第２条  職員の高齢者部分休業に関しては、太田市職員の高齢者部分休業に関する

条例（平成２９年太田市条例第２６号）の例による。  

 （委任）  

第３条  この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。  

   附  則  

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合職員の  

自己啓発等休業に関する条例  

 

平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日            

条 例 第 ３ 号            

 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６条の５第

１項、第５項及び第６項の規定に基づき、職員（太田市外三町広域清掃組合職員

の一般職の職員の給与に関する条例（平成１１年条例第１９号）の適用を受ける

者をいう。以下同じ。）の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。  

（準用規定）  

第２条  職員の自己啓発等休業に関しては、太田市職員の自己啓発等休業に関する

条例（平成２９年太田市条例第２７号）の例による。  

 （委任）  

第３条  この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。  

   附  則  

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合職員の  

配偶者同行休業に関する条例  

 

平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日            

条 例 第 ４ 号            

 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６条の６第

１項（同条第４項において準用する場合を含む。）から第３項まで、第６項及び

第 ７ 項 並 びに 同 条第１ 項 に お いて 準 用する 同 法 第２ ６ 条 の５第 ６ 項 の規 定 に 基

づき、職員（太田市外三町広域清掃組 合職員の一般職の職員の給与に関する条例

（平成１１年条例第１９号）の適用を受ける者をいう。以下同じ。）の配偶者同

行休業に関し必要な事項を定めるものとする。  

（準用規定）  

第２条  職員の配偶者同行休業に関しては、太田市職員の配偶者同行休業に関する

条例（平成２９年太田市条例第２８号）の例による。  

 （委任）  

第３条  この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。  

   附  則  

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  
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○次世代育成支援対策推進法の特定  

事業主等を定める規則  

 

平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 １ 日            

規 則 １ 号            

 

 

 次世代育成支援対策推進法施行令（平成１ ５年政令第３７２号）第２項の規定に

基づき、次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第１９条第１項

の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるもの は、次の表の左欄

に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計

画を策定するものとする。  

管理者  管理者が任命する職員  

   附  則  

 この規則は、平成２７年１０月１日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合女性の  

職業生活における活躍の推進に関  

する法律の特定事業主等を定める  

規則  

 

 

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日            

規 則 ２ 号            

 

 

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令（平成２７年政令第３１

８号）第１条第２項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律（平成２７年法律第６４号）第１５条第１項の地方公共団体の機関、その長又

はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表

の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。  

管理者  管理者が任命する職員  

   附  則  

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合人事行  

政の運営等の状況の公表に関する  

条例  

 

 

令 和 元 年 ７ 月 １ 日            

条 例 ３ 号            

 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５８条の２の

規定に基づき、人事行政の運営等の状 況の公表に関し必要な事項を定めるものとす

る。  

 （準用規定）  

第２条  人事行政の運営等の状況の公表に関しては、太田市人事行 政の運営等の状

況の公表に関する条例（平成１９年太田市条例第３号）の例による。  

 （委任）  

第３条  この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合職員の  

服務の宣誓に関する条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 １ ０ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第２号 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３１条の規定

に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 （準用規定）  

第２条  前条の服務の宣誓に関しては、太田市職員の服務の宣誓に関する条例（平

成１７年太田市条例第５４号）の例による。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する 。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第２号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合職員の  

職務に専念する義務の特例に関す  

る条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 １ １ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第２号 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号 ）第３５条の規定

に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものと

する。  

 （準用規定）  

第２条  前条の職務に専念する義務の特例に関しては、太田市職員の職務に専念す

る義務の特例に関する条例（平成１７年太田市条例第５５号）の例による。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第２号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合職員の  

退職管理に関する条例  

 

平 成 ２ ８ 年 ８ 月 １ 日            

条 例 第 ４ 号            

 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３８条第の２

２第８項及び第３８条の６第２項の規定に基づき、職員（太田市 外三町広域清掃

組合職員の一般職の職員の給与に関する条例（平成１１年条例第１９号）の適用

を受ける者をいう。以下同じ。）の退職管理に関し必要な事項 を定めるものとす

る。  

 （準用規定）  

第２条  職員の退職管理に関しては、太田市職員の退職管理に関する条例（平成２

８年太田市条例第１３号）の例による。  

 （委任）  

第３条  この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。  

   附  則  

 この条例は、平成２８年８月１日から施行する。  
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  第４章  研修・勤務評定  

 

○太田市外三町広域清掃組合職員の  

人事評価実施規程  

 

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日            

訓 令 第 １ 号            

 

 

 （趣旨）  

第１条  この訓令は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）に定めるものの

ほか、太田市外三町広域清掃組合職員の人事評価の実施について必要な事項を定

めるものとする。  

 （準用規定）  

第２条  前条の人事評価実施に関しては、太田市職員の人事評価実施規程（平成２

８年太田市訓令第３号）の例による。  

   附  則  

 この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。  
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  第５章  職員厚生  

 

○太田市外三町広域清掃組合弔慰規  

程  

 

平 成 １ １ 月 ５ 月 １ 日            

規 程 第 ２ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日規程第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日規程第１号 

改正 令和 ２年 ３月２３日規程第１号 

 

 （目的及び適用範囲）  

第１条  この規程は、次に掲げる者及びその者の配偶者並びに父母が死亡したとき、

その遺族に対する弔慰について定めることを目的とする。  

 ⑴  管理者、副管理者、議員  

 ⑵  前号以外の事務組合職員  

 ⑶  監査委員  

 ⑷  その他事務組合の付属機関の委員  

 （管理者等の弔慰）  

第２条  前条第１号に掲げる者（以下「管理者等」という。）に対する弔慰は、そ

の都度これを定める。  

 （一般職員の弔慰）  

第３条  第１条第２号中に掲げる者（以下「一般職員」という。）に対する弔慰は、

弔辞及び生花１基と傷病休養の期間により別表に規定する弔慰 金を贈与する。た

だし、傷病休養の期間が３月未満で死亡した者で、本組合の職員として勤続した

期間が２０年を超える者については、弔慰金の額に１００分の２００を乗じて得

た額以内の額を弔慰金として贈与することができる。  

 （委員等の弔慰）  

第４条  第１条第３号及び第４号に掲げる者（以下「委員等」という。）に対する

弔慰は、生花１基と香料２，０００円以内とする。  

 （その他の委員等の弔慰）  

第５条  第１条第５号に掲げる者（以下「その他の委員等」という。）に対する弔

慰は、香料２，０００円以内とする。  

 （配偶者の弔慰）  

第６条  第１条各号に掲げる者の配偶者が死亡したときは、次の各号に定める弔慰

を表することができる。  

 ⑴  管理者等の配偶者が死亡したとき。生花１基と香料３，０００円以内  

 ⑵  一般職員の配偶者が死亡したとき。生花１基と香料２，０００円以内  

 ⑶  委員等の配偶者が死亡したとき。生花１基と香料２，０００円以内  

 ⑷  その他の委員等の配偶者が死亡したとき。香料１， ０００円以内  
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（父母の弔慰）  

第７条  第１条各号に掲げる者の父母が死亡したときは、生花１基と香料２，００

０円以内の弔慰を表することができる。  

 （重複弔慰の調整）  

第８条  兼職である者に対しては、重複弔慰をしない。  

 （弔慰の特例）  

第９条  在職中特に功績顕著な者については、第３条から第６条までの規定にかか

わらず、弔慰金を増額することができる。  

２  第１条各号に掲げる者以外の者にあっても、これらの職に準ずると管理者が認

めた場合は、この規程を適用する。  

３  前項により管理者が認めた者の配偶者及び父母が死亡した ときにおいて、この

規程に定める範囲以内の弔慰を表することができる。  

第１０条  第１条各号に掲げる者、その者の配偶者及び同居の父母並びに前条第２

項及び第３項の者が死亡したときは、第８条の規定にかかわらず、組合議会及び

委員会等においてもそれぞれ生花１基と香料１，０００円以内の弔慰を表するこ

とができる。  

 （委任）  

第１１条  この規程に定める事項以外の弔慰については、その都度管理者が定める。 

   附  則  

 この規程は、平成１１年５月１日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日規程第１号）  

 この規程は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日規程第１号）  

 この規程は、平成１７年３月２８日から施行する。  

   附  則（令和２年３月２３日規程第１号）  

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。  

 

別表（第３条関係）  

 傷 病 休 養 の 期 間    弔 慰 金 の 額   

 ３  月  未  満    給 料 の ３ 月 分   

 ６  月   〃      〃   ２ 月 分   

 1 2  月   〃      〃    １ 月 分   

 1 2  月  以  上    １  万  円   
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○太田市外三町広域清掃組合議会の  

議員その他非常勤の職員の公務災  

害補償等に関する条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 １ ４ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第２号 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第６９

条及び第７０条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上

の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。）又は通勤によ る災害に

対する補償に関する制度を定めるものとする 。  

 （準用規定）  

第２条  前条の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等に関しては、太田

市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（平 成１７年太

田市条例第５６号）の例による。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行し、平成１１年５月１日から適用する。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第２号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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 第６章  職員団体  

 

○太田市外三町広域清掃組合職員団  

体の登録に関する条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 １ ５ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第２号 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５３条第１項、

第５項、第６項、第８項及び第９項の規定により、職員団体の登録に関し、必要

な事項を定めるものとする。  

 （準用規定）  

第 ２ 条  前 条の 職 員団 体 の 登録 に関 し ては 、 太 田市 職員 団 体の 登 録 に関 する 条例

（平成１７年太田市条例第５９号）の例による。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第２号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合職員団  

体のための職員の行為の制限の特  

例に関する条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 １ ６ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第２号 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５５条の２第

６項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、

又は活動することができる場合に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （準用規定）  

第２条  前条の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関しては、太田市職員

団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例（平成１ ７年太田市条例第６

０号）の例による。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第２号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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第６編  

 

 

   給  与  
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   第１章  報酬・費用弁償  

 

○太田市外三町広域清掃組合特別職  

の職員の報酬及び費用弁償等に関  

する条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 １ ７ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第２号 

改正 平成２８年 ４月 １日条例第１号 

改正 令和 ２年 ３月２３日条例第４号 

 

 （目的）  

第１条  この条例は、次の各号に掲げる特別職の職員（以下「職員」という。）の

報酬及び費用弁償等の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。 

 ⑴  組合議会の議長、副議長及び議員  

 ⑵  監査委員  

 ⑶  行政不服審査会の会長及び委員  

 （報酬の額）  

第２条  前条の職員の報酬の額は、別表第１のとおりとする。  

 （報酬支給の始期）  

第３条  第１条第１号及び２号に規定する職員（以下「年額報酬を受ける職員」と

いう。）にあっては、就任の月から報酬を支給する。  

 （報酬支給の終期）  

第４条  年額報酬を受ける職員が職員としての資格を失った場合には、その資格を

失った月分まで報酬を支給する。  

 （支給方法）  

第５条  年額報酬を受ける職員の支給方法は、毎年年度末に支給する。た だし、前

条の支給については、そのときに支給する。  

２  前項において就任の日の属する月については、日割計算により報酬を支給する。 

３  第１条第３号に規定する職員にあっては、その都度これを支給す る。  

 （費用弁償等の額）  

第６条  職員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅

費を支給する。  

２  前項の規定により支給する額は、別表第２のとおりとする。  

３  旅費の計算及び支給方法については、太田市職員等の旅費に関する条例（平成

１７年太田市条例第７１号）の職員の例による。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行し、平成１１年５月１日から適用する。  
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   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第２号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日 から施行する。  

   附  則（平成２８年４月１日条例第１号）  

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

   附  則（令和２年３月２３日条例第４号）  

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

 

別表第１（第２条関係）  

職  員  の  区  分  年・月・日額の別  報  酬  の  額  

議        長  年  額  １６，０００円  

副 議 長          年  額  １５，０００円  

議        員  年  額  １４，０００円  

監 査 委 員      

識 見 委 員       年  額  １０，０００円  

議会選出委員  年  額  ５，０００円  

情報公開及び個人

情報保護審査会 

会     長  日  額  ８，９００円  

委     員  日  額  ７，９００円  

行政不服審査会 

会     長  日  額  ５，０００円  

委     員  日  額  ５，０００円  

 

別表第２（第６条関係）  

区 分   
車賃  旅行雑費 宿泊料  食卓料  

(1ｷﾛﾒｰﾄﾙにつき) （１日につき）  （１夜につき）  （１夜につき）  

組合議会議長 ３７円  ２，５００円  １６，５００円  ３，３００円  

その他の職員 ３７円  ２，５００円  １４，８００円  ３，０００円  
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  第２章  給料・手当等  

 

○太田市外三町広域清掃組合管理者  

等の給与に関する条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 １ ８ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第１号 

改正 平成１９年 ４月 １日条例第１号 

 

 （目的）  

第１条  この条例は、組合の管理者及び副管理者（以下「管理者等」という。）の

給与の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。  

 （給料）  

第２条  管理者等の給料額は、次のとおりとする。  

 ⑴  管理者         年額２０，０００円  

 ⑵  副管理者       年額１６，０００円  

 （給料支給の始期）  

第３条  管理者等には、就任の月から給料を支給する。  

 （給料支給の終期）  

第４条  管理者等が、管理者等としての資格を失った場合には、資格 を失った月分

まで給料を支給する。  

 （支給方法）  

第５条  給料の支給方法は、毎年年度末に支給する。ただし、前条の支給について

は、そのときに支給する。  

 （委任）  

第６条  この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行し、平成１１年５月１日から適用する。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第１号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  

   附  則（平成１９年４月１日条例第１号）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成１９年４月１日から施 行する。  

（経過措置）  

２  地方自治法の一部を改正する法律（平成１８年法律第５３号。以下「改正法」

という。）附則第３条第１項の規定により収入役として在職するものとされた者
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については、改正前の太田市外三町広域清掃組合管理者等の給与に関する条例の

規定は、この条例の施行後も、なお、その効力を有する。  
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○太田市外三町広域清掃組合一般職  

の職員の給与に関する条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 １ ９ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第２号 

改正 平成２７年 ７月２１日条例第１号 

 

 （目的）  

第１条  この条例は、別に定めのあるものを除き、地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第２４条第６項の規定に基づき、太田市外三町広域清掃組合一般 職

の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。  

 （準用規定）  

第 ２ 条  太 田市 外 三町 広 域 清掃 組合 一 般職 の 職 員に 対し て 支給 す る 給与 に関 して

は、太田市一般職の職員の 給与に関する条例（平成１７年太田市条例第６６号。

以下「太田市条例」という。）の例 による。ただし、太田市外三町広域清掃組合

以外の職員の職を併せ有する者の給与に関しては、当該市町の職員の給与に関す

る条例の定めるところによる。  

 （委任）  

第３条  この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第２号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  

   附  則（平成２７年７月２１日条例第１号）  

 この条例は、平成２７年８月１日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合会計年  

度任用職員の給与及び費用弁償に  

関する条例  

 

令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ３ 日            

条 例 第 ３ 号            

 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２

第５項及び第２０４条第３項並びに地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２４条第５項の規定に基づき、同法第２２条の２第１項に規定する会

計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）の給与及び費用弁償

に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （準用規定）  

第２条  前条の給与及び費用弁償に関しては、太田市会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例（令和元年太田市条例第２７号）の例による。  

 （委任）  

第３条  この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。  

   附  則  

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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○太田市外三町広域清掃組合一般職  

の職員の給与の臨時特例に関する  

条例  

 

平 成 ２ ５ 年 ７ 月 １ 日            

条 例 第 １ 号            

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、太田市外三町広域清掃組合の一般職の職員（太田市外三町広

域清掃組合以外の職を併せ有する者を除く。以下同じ。）の給与に関する特例を

定めるものとする。  

 （準用規定）  

第２条  太田市外三町広域清掃組合の一般職の職員の給与の特例に関しては、太田

市職員の給与の臨時特例に関する条例（平成２５年太田市条例第２７号）の例に

よる。  

 （委任）  

第３条  この条例の施行に際し必要な事項は、管理者が別に定める。  

   附  則  

 この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合一般職  

の職員の管理職手当の支給に関す  

る規則  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

規 則 第 ８ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日規則第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日規則第１号 

改正 平成１９年 ４月 １日規則第４号 

改正 平成２５年 ８月 １日規則第２号 

改正 平成２８年 ４月 １日規則第３号 

改正 平成２９年 ４月 １日規則第２号 

 

 （趣旨）  

第１条  この規則は、太田市外三町広域清掃組合一般職の職員の給与に関する条例

（平成１１年条例第１９条）の規定による管理職手当の支給についての必要な事

項を定めるものとする。  

 （支給範囲の基準）  

第２条  管理職手当を支給される職員及び 管理職手当額は、別表のとおりとする。 

２  職員が職務を兼ねるときは、主たる職務について前項の規定を適用する。  

 （時間外勤務手当の適用除外）  

第３条  管理職手当の支給を受ける職にある者に対しては、太田市一般 職の職員の

給与に関する条例（平成１７年太田市条例第６６号）第１９条、第２２条及び 第

２３条の規定は、管理者が定める特別の場合を除き適用しない。  

 （管理職手当の不支給）  

第４条  管理職手当の支給を受ける職にある者が、休日、欠勤その他の理由により

勤務しない月があるときは、その月の管理職手当は支給しない。  

 （補則）  

第５条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。  

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日規則第１号）  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日規則第４号）  

 この規則は、平成１７年３月２８日から施行する。  

   附  則（平成１９年４月１日規則第４号）  

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。  

   附  則（平成２５年８月１日規則第２号）  

  この規則は、平成２５年８月１日から施行する。  

   附  則（平成２８年４月１日規則第３号）  
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 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

   附  則（平成２９年４月１日規則第２号）  

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

別表（第２条関係）  

区  分  管理職手当を支給される職員  支給割合  

１  局長（これに相当する職務にある者）  ９４，０００円 

２  副局長（これに相当する職務にある者）  ７７，４００円 

３  参事（これに相当する職務にある者）  ７２，７００円 

４  課長及び主幹 (これらに相当する職務にある者 ) ６２，３００円 

５  課長補佐（これに相当する職務にある者）  ５６，５００円 

６  係長（これに相当する職務にある者）  ４６，３００円 
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○太田市外三町広域清掃組合一般職  

の職員の通勤手当の支給に関する  

規則  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

規 則 第 ９ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日規則第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日規則第１号 

 

 （趣旨）  

第１条  太田市外三町広域清掃組合一般職の職員の給与に関する条例（平成１１年

条例第１９号。以下「条例」という。）の規定による通勤手当の支給について は、

別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。  

 （準用規定）  

第 ２ 条  太 田市 外 三町 広 域 清掃 組合 一 般職 の 職 員に 対し て 支給 す る 通勤 手当 に関

しては、太田市一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則（平成１７年太田市

規則第６５号）の例による。  

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日規則第１号）  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日規則第１号）  

 この規則は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合一般職  

の職員の期末手当及び勤勉手当の  

支給に関する規則  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

規 則 第 １ ０ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日規則第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日規則第１号 

改正 平成２５年 ８月 １日規則第３号 

 

 （趣旨）  

第１条  この規則は、太田市外三町広域清掃組合一般職の職員の給与に関する条例

（平成１１年条例第１９号）に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し、必

要な事項を定めるものとする。  

 （準用規定）  

第 ２ 条  太 田市 外 三町 広 域 清掃 組 合 一 般職 の 職 員に 対し て 支給 す る 期末 手当 及び

勤勉手当に関しては、太田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関す

る規則（平成１７年太田市規則第６７号。以下「太田市規則」という。）の例に

よる。ただし、太田市外三町広域清掃組合以外の職員の職を併せ有する者の手当

に関しては、当該市町の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の定め

によるものとする。  

 （支給日）  

第３条  期末手当及び勤勉手当の支給日は、太田市規則第２４ 条別表第３にかかわ

らず次の表によるものとする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝日法による休日」という。）

又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において 、その日に最も近

い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日とする。  

基  準  日  支  給  日  

 ６月１日   ６月３０日  

１２月１日  １２月１０日  

附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日規則第１号）  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日規則第１号）  

 この規則は、平成１７年３月２８日から施行する。  

   附  則（平成２５年８月１日規則第３号）  
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 この規則は、平成２５年８月１日から施行する。  
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  第３章  旅  費  

 

○太田市外三町広域清掃組合職員等  

の旅費に関する条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 ２ ０ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第２号 

 

 （目的）  

第１条  この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第 ３項の

規定に基づき、太田市外三町広域清掃組合職員等の旅費の支給に関し、必要な事

項を定めることを目的とする。  

 （準用規定）  

第２条  太田市外三町広域清掃組合職員等に対して支給する旅費に関しては、太田

市職員等の旅費に関する条例（平成１７年太田市条例第７１号）の例による。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第２号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合職員等  

の旅費の支給に関する規則  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

規 則 第 １ １ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日規則第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日規則第４号 

 

 （趣旨）  

第１条  この規則は、太田市外三町広域清掃組合職員等の旅費に関する条例（平成

１１年６月１日条例第２０号）の規定に基づき、その実施について必要な事項を

定めるものとする。  

 （準用規定）  

第２条  太田市外三町広域清掃組合職員等に 対して支給する旅費に関しては、太田

市職員等の旅費支給に関する規則（平成１７年太田市規則第７２号）の例による。 

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日規則第１号）  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日規則第１号）  

 この規則は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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第７編  

 

 

   財  務  
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○太田市外三町広域清掃組合議会の  

議決に付すべき契約及び財産の取  

得又は処分に関する条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 ２ １ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第１号 

 

 （趣旨）  

第１条  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に 関しては、この条例

の定めるところによる。  

 （議会の議決に付すべき契約）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り、議会の議決に付すべき契約は、予定価格１億５千万円以上の工事又は製造の

請負とする。  

（議会の議決に付すべき財産の取得又は処分）  

第３条  地方自治法第９６条第１項第８号の規定により、議会の議決に付さなけれ

ばならない財産の取得又は処分は、予定価格２千万円以上の不動産、動産の買入

れ又は売払い（土地については、１件５千平方メートル以上のものに係るものに

限る。）とする。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第１号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合財務規  

則  

 

平 成 １ １ 年 ５ 月 １ 日            

規 則 第 ６ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日規則第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日規則第１号 

 

  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７３条の２の規定に基づき、

太田市外三町広域清掃組合の財務に関し必要な事項は、法令その他別に定めがあ

るもののほか、太田市財務規則（平成１７年太田市規則第７３号）の例による。 

   附  則  

 この規則は、平成１１年５月１日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日規則第１号）  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日規則第１号）  

 この規則は、平成１７年３月２８日から施行する。  

 

 



- 104 - 

○太田市外三町広域清掃組合長期継  

続契約を締結することができる契  

約を定める条例  

 

平 成 ２ ２ 年 ６ 月 ２ ８ 日            

条 例 第 １ 号            

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１７の規定に基づく

太田市外三町広域清掃組合長期継続契約を締結することができる契約については、

太田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成１７年太田市

条例第２６６号）の例による。     

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合契約規  

則  

 

平 成 １ ４ 年 ４ 月 １ 日            

規 則 第 １ 号            

 

改正 平成１７年 ３月２８日規則第１号 

 

 （目的）  

第１条  この規則は、売買、賃借、請負その他太田市外三町広域清掃組合（以下「組

合」という。）が行う契約（以下「契約」という。）に関し法令その他に特別な

定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。  

 （準用規定）  

第２条  組合が行う契約に関しては、太田市契約規則（平成１７年太田市規則第７

５号）の例による。  

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日規則第１号）  

 この規則は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合財政状  

況の公表に関する条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 ２ ２ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第２号 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３の規定に基づく財政状

況の公表については、太田市財政事情の作成及び公表に関する条例（平成１７年

太田市条例第７２号）の例による。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第２号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合行政財  

産使用料条例  

 

令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ９ 日            

条 例 第 １ 号            

 

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方自治法（昭和２２ 年法律第６７号）第２２５条の規定に

基づき、太田市外三町広域清掃組合の行政財産の使用について徴収する使用料に

関し必要な事項を定めるものとする。  

 （準用規定）  

第 ２ 条  太 田市 外 三町 広 域 清掃 組合 の 行政 財 産 の使 用に つ いて 徴 収 する 使用 料に

関しては、太田市行政財産使用料条例（平成１７年太田市条例第７８号）の例に

よる。  

   附  則  

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。  
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○太田市外三町広域清掃組合指定金  

融機関の指定について  

 

平 成 １ １ 年 ９ 月 ２ ８ 日            

告 示 第  ４  号            

 

 

 

  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６８条第２項の規定に基づ

き指定金融機関を次のとおり定める。  

 

記  

 

            指定金融機関     株式会社  群馬銀行  
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○太田市外三町広域清掃組合財政調  

整基金に関する条例  

 

平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日            

条 例 第 ３ 号            

 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第２号 

改正 平成２１年１０月 １日条例第１号 

改正 平成２４年１１月 １日条例第１号 

 

 （目的）  

第 １ 条  太 田市 外 三町 広 域 清掃 組合 の 施設 の 更 新整 備そ の 他財 源 に 不足 を生 じた

ときの財源に充てるため、財政調整基金（以下「基金」という。）を設置する 。 

 （基金の額）  

第２条  基金の額は１０億円を上限とする。  

２  管理者は、必要があると認めるときは予算の定めるところにより、基金に追加

して積立てをすることができる。  

３  前項の規定により積立てが行われるときは、基金の額に、当該積立額相当額を

増加したものとする。  

 （準用規定）  

第 ３ 条  こ の基 金 の管 理 及 び処 分に 関 して は 、 太田 市財 政 調整 基 金 に関 する 条例

（平成１７年太田市条例第８３号）の例による。  

 （委任）  

第４条  この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が

別に定める。  

   附  則  

 この条例は、平成１６年４月１日から施行 する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第２号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  

   附  則（平成２１年１０月１日条例第１号）  

 この条例は、平成２１年１０月１日から施行する。  

   附  則（平成２４年１１月１日条例第１号）  

 この条例は、平成２４年１１月１日から施行する。  



- 110 - 

第８編  

 

 

   業  務  
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○太田市外三町広域清掃組合リサイ  

クルプラザの設置及び管理に関す  

る条例  

 

平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日            

条 例 第 ４ 号            

 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第１号 

改正 平成２０年 ３月２８日条例第１号 

改正 令和 ３年 ３月２９日条例第２号 

 

 （目的）  

第１条  この条例は、太田市外三町広域清掃組合（以下「組合」という。）を組 織

する市町（以下「関係市町」という。）の不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみを適

正に処理し、資源の有効利用とリサイクル活動の情報発信拠点と して整備するた

め、太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ（以下「リサイクルプラザ」と

いう。）の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。  

 （設置）  

第２条  リサイクルプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。  

 ⑴  名称  太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ  

 ⑵  位置  太田市細谷町６０４番地１  

 （事業）  

第３条  リサイクルプラザは、次に掲げる事業を行う。  

 ⑴  関係市町の不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみの処理事業に関すること。  

 ⑵  ごみの減量化、資源化及び再利用の推進と啓発に関する こと。  

 ⑶  リサイクルに関する情報の提供と住民の情報交換、交流を行う場の提供に関

すること。  

 ⑷  リサイクルプラザの管理及び使用に関すること。  

 ⑸  前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事業  

（管理及び運営）  

第４条  リサイクルプラザは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応

じて最も効率的に運営しなければならない。  

（施設）  

第５条  リサイクルプラザの管理棟内施設（以下「管理棟内施設」という。）は、

次のとおりとする。  

 ⑴  手作り工房  

 ⑵  小ホール  

 ⑶  多目的ホール  

 ⑷  第１研修室  

 ⑸  第２研修室  

（使用の資格）  
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第６条  管理棟内施設を使用することができる者は、次に掲げるものとする。  

 ⑴  関係市町  

 ⑵  関係市町に住所を有する者  

 ⑶  その他管理者が特に必要があると認めた者  

 （使用許可）  

第７条  管理棟内施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けな

ければならない。  

２  管理者は、前項の許可の際に必要な条件を付することができる。  

３  管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理棟内施設の使用を許可

しないものとする。  

 ⑴  管理棟内施設その他物件を破損し、又は滅 失するおそれがあると認められる

とき。  

 ⑵  公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。  

 ⑶  集団 的に 又 は常 習 的 に暴 力的 不 法行 為 を 行う おそ れ があ る 組 織の 利益 にな

ると認められるとき。  

 ⑷  その他管理上支障があると認められるとき。  

 （使用許可の取消し等）  

第８条  管理者は、管理棟内施設を使用する者（以下「使用者」という。）が次の

各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又は使用を制限し、若し

くは停止するこができる。この場合において、使用者が受けた損害について、組

合はその賠償の責任を負わない。  

 ⑴  この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。  

 ⑵  不正の行為により使用の許可を受けたとき。  

 ⑶  前条第２項の規定により付された条件に違反したとき。  

 ⑷  前条第３項各号のいずれかに該当するに至ったとき。  

（使用料の納付）  

第９条  使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければな らない。  

（使用料の減免）  

第１０条  管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することがで

きる。  

（使用料の不還付）  

第１１条  納付された使用料は、還付しない。ただし、管理者が次の各号のいずれ

かに該当すると認めるときは、当該各号に掲 げる区分により還付することができ

る。  

 ⑴  使用者の責任によらない理由により使用できないとき。１００分の１００  

⑵  使用期日の３日前までに使用者が使用を取消したとき。１００分の８０  

（使用権の譲渡等の禁止）  

第１２条  使用者は、施設等の許可を受けた目的以外に使用し、又 は使用の権利を

譲渡し、若しくは転貸してはならない。  

（損害賠償）  

第１３条  使用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、管理者の指示に従い
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当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 ただし、

管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。  

（委任）  

第１４条  この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。  

   附  則  

この条例は、平成１６年４月１日から施行する。  

  附  則（平成１７年３月２８日条例第１号）  

この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  

  附  則（平成２０年３月２８日条例第２号）  

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。  

  附  則（令和３年３月２９日条例第２号）  

この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

 

別表（第９条関係）  

管理棟内施設使用料  

区   分  定  員  午前９時～正午 午後１時～午後５時 午後６時～午後１０時 午前９時～午後１０時 

手 作 り 工 房   ２４

人  

５００円  ５００円  ５００円  １，５００円  

小 ホ ー ル    

人  

５００円  ５００円  ５００円  １，５００円  

多目的ホール １５０

人  

１，５００円  １，５００円  １，５００円  ４，５００円  

第 １ 研 修 室   １８

人  

２５０円  ２５０円  ２５０円  ７５０円  

第 ２ 研 修 室   １８

人  

２５０円  ２５０円  ２５０円  ７５０円  
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○太田市外三町広域清掃組合リサイ  

クルプラザの設置及び管理に関す  

る条例施行規則  

 

平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日            

規 則 第 １ 号            

 

改正 平成１７年 ３月２８日規則第１号 

改正 平成２０年 ４月 １日規則第１号 

 

（趣旨）  

第１条  この規則は、太田市外三町広域清掃 組合リサイクルプラザの設置及び管理

に関する条例（平成１６年条例第４号。以下「条例」という。）の施行について、

必要な事項を定めるものとする。  

（開所時間及び搬入時間）  

第２条  太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ管理棟（以下「管理棟」とい

う。）の開所時間は、午前８時３０分から午後１０時までとする。  

２  太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ工場棟（以下「工場棟」と いう。）

の廃棄物の搬入時間については、次に掲げるとおりとする。  

 ⑴  月曜 日か ら 金曜 日 ま で  午前 ８ 時３ ０ 分 から 正午 ま で及 び 午 後１ 時か ら午

後４時４５分まで  

 ⑵  土曜日  午前８時３０分から正午まで  

３  管理者は、特に必要があると認めるときは、第１項に規定する開所時間及び前

項に規定する搬入時間を変更することができる。  

（休所日）  

第３条  リサイクルプラザの休所日は、次のとおりとする。  

 ⑴  管理棟  

 ア  年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）  

 ⑵  工場棟  

ア  日曜日  

イ  国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  

ウ  年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）  

２  管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の休所日を 変更し、又は臨時

に休所することができる。  

（使用許可の申請等）  

第４条  リサイクルプラザ管理棟内施設を使用しようとする者は、太田市外三 町広

域清掃組合リサイクルプラザ使用申請書（別記様式第１号。以下「申請書 」とい

う。）を、使用しようとする日の３月前から３日前までの期間に管理者に提出し

なければならない。  

２  管理者は、前項の申請書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認 める者
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には、太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ使用許可書（別記様式第２号。

以下「許可書」という。）を交付するものとする。  

３  使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が、その後において許可に

係る事項の変更が生じたときは、太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ使

用変更申請書（別記様式第３号）により、使用の取消しが生じたときは、太田市

外三町広域清掃組合リサイクルプラザ使用許 可取消申請書（別記様式第４号）に

より、それぞれ許可書を添えて、速やかに管理者へ申し出なければならない。  

 （使用料の減免）  

第５条  条例第１０条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次の

各号のいずれかに該当するものとし、減免する額は、当該各号に掲げる割合を 乗

じて得た額とする。  

 ⑴  太田市外三町広域清掃組合（以下「組合」という。）又は組合を組織する市

町が主催又は共催で使用するとき。１００分の１００  

 ⑵  公共団体又は公共的団体が講座及び研修等に使用するとき 。１００分の１０

０  

 ⑶  その他管理者が特に必要と認めたとき。管理者が認定する率  

２  条例第１０条の規定により、使用料の減免を受けようとする者（以下「減免申

請者」という。）は、太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ使用料減免申

請書（別記様式第５号）を管理者に提出しなければならない。  

３  管理者は、前項の申請書を受理し、これを承認したときは、減免申請者に対し

太 田 市 外 三町 広 域清掃 組 合 リ サイ ク ルプラ ザ 使 用料 減 免 承認書 （ 別 記様 式 第 ６

号）を交付する。  

（使用料の還付）  

第６条  条例第１１条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、

太 田 市 外 三町 広 域清掃 組 合 リ サイ ク ルプラ ザ 使 用料 還 付 申請書 （ 別 記様 式 第 ７

号）を管理者に提出しなければならない。  

（使用者の遵守事項）  

第７条  使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。  

 ⑴  秩序を維持し、施設又は備品を損傷しないこと。  

 ⑵  管理者の許可を受けないで、営利を目的とする行為をしないこと。  

 ⑶  政治的活動又は宗教的活動をしないこと。  

 ⑷  火災、盗難その他の災害の防止に配慮すること。  

 ⑸  その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。  

（補則）  

第８条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

   附  則  

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。  

  附  則（平成１７年３月２８日規則第１号）  

この規則は、平成１７年３月２８日から施行する。  

  附  則（平成２０年４月１日規則第１号）  

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。  
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別記様式第１号（第４条関係） 

受付№    

太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ使用申請書 

太田市外三町広域清掃組合                     年  月  日   

   管理者  清 水 聖 義  様 

 

申 請 者  住 所（団体名）  

 氏 名（代表者）  

 連絡先（ＴＥＬ）  

 担当者名  

  次のとおり使用したいので申請します。 

使 用 目 的 

（会議等の名称）  

使

 

用

 

区

 

分 

使 用 場 所 
参集 

人員 
定員 年 月 日 曜日 使 用 時 間 使 用 料 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

※   円 

 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

※   円 

 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

※   円 

 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

※   円 

 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

※   円 

 

使 用 器 具  合      計 
※   円 

 

使用料徴収の有無 有  ・  無 使   用   料 
  円 

 

持 込 設 備 
使用者がプラザ内 
に持ち込むもの 

 
飲 食 物 

の持込み 
有・無 

減 免 区 分 

    円 

条例施行規則第 ５ 条 

 

に基づく減免     

□ １号該当 
100 

免除 
 

 100 

□ ２号該当 
100 

免除 
100 

□ ３号該当 
 

免除 
100 

利 用 条 件 

 納付使用料 

  円 

 

（備考）太枠の中を記入してください。ただし、※欄は記入しないこと。 
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別記様式第２号（第４条関係） 

許可 第    号  

太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ使用許可書 

年  月  日   

               様 

 

 太田市外三町広域清掃組合  

 管理者  清 水 聖 義  印  

  次のとおり使用を許可します。 

使 用 目 的 

（会議等の名称）  

使

 

用

 

区

 

分 

使 用 場 所 
参集 

人員 
定員 年 月 日 曜日 使 用 時 間 使 用 料 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

  円 

 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

  円 

 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

  円 

 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

  円 

 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

  円 

 

使 用 器 具  合      計 
  円 

 

使用料徴収の有無 有  ・  無 使   用   料 
  円 

 

持 込 設 備 
使用者がプラザ内 
に持ち込むもの 

 
飲 食 物 

の持込み 
有・無 

    

減 免 区 分 

条例施行規則第 ５ 条 

 

に基づく減免     

□ １号該当 
100 

免除 
  円 

 100 

□ ２号該当 
100 

免除 
100 

□ ３号該当 
 

免除 
100 

利 用 条 件 

 納付使用料 

  円 
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使 用 上 の 注 意 

 

 １ 使用目的、使用条件又は使用に関する諸規定が守られないときは、使用許可を取 

り消す場合がありますので、御注意ください。 

 ２ 火気の取扱いや戸締まりについては、じゅうぶん注意してください。 

 ３ 使用時間には、「準備」から「後片づけ」までの時間が含まれていますので時間 

内に終了するように配慮してください。 

 ４ 使用中に建物や施設その他の備品等を壊した場合は、相当額の弁償をしていただ 

くことがありますので御注意ください。 

 ５ 使用終了後は、施設や設備をもとの状態にして必ず清掃を行ってください。 
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別記様式第３号（第４条関係） 

太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ使用変更申請書 

年  月  日   

   管理者         様 

 

申 請 者  住 所（団体名）  

 氏 名（代表者）  

 連絡先ＴＥＬ  

 担当者名  

  次のとおり使用の変更をお願いします。 

使 用 目 的  
使用許可済 
番   号 

 

変

 

更

 

前 

使 用 場 所 
参集 

人員 
定員 年 月 日 曜日 使 用 時 間 使 用 料 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

  円 

 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

  円 

 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

  円 

 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

  円 

 

変

 

更

 

後 

使 用 場 所 
参集 

人員 
定員 年 月 日 曜日 使 用 時 間 使 用 料 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

※   円 

 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

※   円 

 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

※   円 

 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

※   円 

 

変 更 理 由  

変 更 前 使 用 料  変 更 後 使 用 料  

割 引 使 用 料  

（備考）太枠の中を記入してください。ただし、※欄は記入しないこと。 
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別記様式第４号（第４条関係）

太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ使用許可取消申請書 

年  月  日   

   管理者         様 

 

申 請 者  住 所（団体名）  

 氏 名（代表者）  

 連絡先ＴＥＬ  

 担当者名  

  次のとおり使用の取消しをお願いします。 

使 用 目 的  
使用許可済 
番   号 

 

使

 

用

 

区

 

分 

使 用 場 所 
参集 

人員 
定員 年 月 日 曜日 使 用 時 間 使 用 料 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

  円 

 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

  円 

 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

  円 

 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

  円 

 

 
 

 
   

午前 

午後 
時～ 

午前 

午後 
時 

  円 

 

納 付 済 使 用 料 円   

取 消 し 理 由  

使 用 料 還 付 額 

 □  次の理由により還付しない。 

 

 □  納付済使用料の 
80 

・ 
100 

           円 
100 100 

還付後の使用料 

 

の額       
                      円 

（備考）太枠の中を記入してください。 
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別記様式第５号（第５条関係）  

太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ使用料減免申請書 

 

年  月  日   

 

   管理者         様 

 

申 請 者  住 所（団体名）  

 氏 名（代表者）  

 連絡先ＴＥＬ  

 担当者名  

  次のとおり使用料の減免を受けたいので申請いたします。 

使 用 目 的  

使 用 日 時 

 自     年   月   日

（  ） 

午前 

午後 
時 分 

 至     年   月   日

（  ） 

午前 

午後 
時 分 

使 用 場 所 

□ 多目的ホール □ 第１研修室 □ 第２研修室 □ 第３

研修室 

 

□ 再生品補修工房 □ 手作り工房 

使 用 器 具  

減免を必要とする理由  

備      考  

（備考）該当する□には、レ印を記入してください。 
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○ 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 ク リ ー  

ン プ ラ ザ の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る  

条 例  

 

令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ 日            

条 例 第 ４ 号            

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 （ 以 下 「 組 合 」 と い う 。 ）

を 組 織 す る 市 町 （ 以 下 「 関 係 市 町 」 と い う 。 ） の 可 燃 ご み を 適 正 に 処 理

し 、 ご み の 減 量 化 の 推 進 と 環 境 負 荷 の 低 減 を 図 る と と も に 、 積 極 的 な 熱

エ ネ ル ギ ー の 回 収 拠 点 と し て 整 備 す る た め 、 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合

ク リ ー ン プ ラ ザ （ 以 下 「 ク リ ー ン プ ラ ザ 」 と い う 。 ） の 設 置 及 び 管 理 に

関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 設 置 ）  

第 ２ 条  ク リ ー ン プ ラ ザ の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。  

 ⑴  名 称  太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 ク リ ー ン プ ラ ザ  

 ⑵  位 置  太 田 市 細 谷 町 ６ ０ ４ 番 地 １  

 （ 事 業 ）  

第 ３ 条  ク リ ー ン プ ラ ザ は 、 次 に 掲 げ る 事 業 を 行 う 。  

 ⑴  関 係 市 町 の 可 燃 ご み の 処 理 事 業 に 関 す る こ と 。  

 ⑵  ク リ ー ン プ ラ ザ の 管 理 及 び 使 用 に 関 す る こ と 。  

 ⑶  前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 管 理 者 が 必 要 と 認 め る 事 業  

 （ 管 理 及 び 運 営 ）  

第 ４ 条  ク リ ー ン プ ラ ザ は 、 常 に 良 好 な 状 態 に お い て 管 理 し 、 そ の 設 置 目

的 に 応 じ て 効 率 的 に 運 営 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 利 用 の 許 可 ）  

第 ５ 条  ク リ ー ン プ ラ ザ を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 管 理 者 の 許

可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 （ ク リ ー ン プ ラ ザ 利 用 の 禁 止 等 ）  

第 ６ 条  管 理 者 は 、 正 当 な 理 由 が な く ク リ ー ン プ ラ ザ の 利 用 を 拒 ん で は な

ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 対 し て は 、 利 用 を

禁 止 し 、 又 は 施 設 内 よ り 退 去 さ せ る こ と が で き る 。  

 ⑴  可 燃 性 以 外 の 物 件 （ 機 械 器 具 を 損 壊 す る お そ れ の あ る も の ） を 投 入

し よ う と す る 者  

 ⑵  業 務 上 行 う 職 員 の 作 業 を 妨 害 し 、 又 は 指 示 に 従 わ な い 者  

 （ 損 害 賠 償 ）  

第 ７ 条  利 用 す る 者 は 、施 設 等 そ の 他 設 備 を 破 損 し 、又 は 滅 失 し た と き は 、

管 理 者 の 指 示 に 従 い 当 該 施 設 等 を 原 状 に 回 復 し 、 又 は そ の 損 害 を 賠 償 し
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な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 管 理 者 が や む を 得 な い 理 由 が あ る と 認 め る

と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

 （ 委 任 ）  

第 ８ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 が 別 に 定 め

る 。  

   附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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○ 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 ク リ ー  

ン プ ラ ザ の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る  

条 例 施 行 規 則  

 

令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ９ 日            

規 則 第 ４ 号            

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 ク リ ー ン プ ラ ザ の 設

置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 令 和 ２ 年 条 例 第 １ 号 ） の 施 行 に つ い て 、

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 搬 入 時 間 ）  

第 ２ 条  太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 ク リ ー ン プ ラ ザ （ 以 下 「 ク リ ー ン

プ ラ ザ 」 と い う 。 ） の 搬 入 時 間 は 、 次 の と お り と す る 。  

 ⑴  月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で  午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 正 午 ま で 及 び 午 後

１ 時 か ら 午 後 ４ 時 ４ ５ 分 ま で  

 ⑵  土 曜 日  午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 正 午 ま で  

２  管 理 者 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 前 項 の 搬 入 時 間 を 変

更 す る こ と が で き る 。  

 （ 休 所 日 ）  

第 ３ 条  ク リ ー ン プ ラ ザ の 休 所 日 は 、 次 の と お り と す る 。  

 ⑴  日 曜 日  

 ⑵  国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８ 号 ） に 規 定  

す る 休 日  

 ⑶  年 末 年 始 （ １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら 翌 年 １ 月 ３ 日 ま で ）  

２  管 理 者 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 前 項 の 休 所 日 を 変 更

し 、 又 は 臨 時 に 休 所 す る こ と が で き る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 ４ 条  こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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○ 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 廃 棄 物  

の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 条 例  

 

平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日            

条 例 第 ５ 号            

 

改正  平成１７年  ３月２８日条例第５号  

改正  平成２５年１１月  １日条例第２号  

改正  平成３１年  ４月 １日条例第１号  

改正  令和  ２年１０月  １日条例第５号  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 （ 以 下 「 組 合 」 と い う 。 ）

が 行 う 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と

す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 「 廃 棄 物 」 、 「 一 般 廃 棄 物 」 及 び 「 産 業 廃 棄

物 」 と は 、 そ れ ぞ れ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ ５ 年 法

律 第 １ ３ ７ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 に 規 定 す る 廃 棄 物 、 一 般 廃

棄 物 及 び 産 業 廃 棄 物 を い う 。  

（ 処 理 依 頼 者 の 責 務 ）  

第 ３ 条  組 合 に 廃 棄 物 の 処 理 を 依 頼 し よ う と す る 者 （ 以 下 「 処 理 依 頼 者 」

と い う 。 ） は 廃 棄 物 の 減 量 化 及 び 資 源 化 を し 、 並 び に 組 合 へ の 廃 棄 物 の

搬 入 に 当 っ て は あ ら か じ め 処 理 を 依 頼 し よ う と す る 廃 棄 物 の 分 別 、 破 砕

及 び 圧 縮 等 の 前 処 理 を す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 組 合 が 処 理 す る 一 般 廃 棄 物 ）  

第 ４ 条  組 合 が 処 理 す る 一 般 廃 棄 物 の 種 類 は 、 管 理 者 が 規 則 で 定 め る 。  

（ 処 理 依 頼 の 申 請 ）  

第 ５ 条  前 条 に 規 定 す る 一 般 廃 棄 物 の 処 理 に つ い て 組 合 に 依 頼 し よ う と す

る 者 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 ）  

第 ６ 条  組 合 は 、 一 般 廃 棄 物 の 処 分 に 係 る 手 数 料 （ 以 下 「 一 般 廃 棄 物 処 理

手 数 料 」 と い う 。 ） を 、 処 理 依 頼 者 か ら 徴 収 す る 。  

２  一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 の 額 は 、 次 表 の と お り と す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 処 理 す る 一 般 廃 棄 物 の 量 が １ ０ キ ロ グ ラ ム 未 満 で あ る と き は こ れ を

１ ０ キ ロ グ ラ ム と し 、 当 該 廃 棄 物 の 量 に ５ キ ロ グ ラ ム 未 満 の 端 数 が 生 じ

た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 ５ キ ロ グ ラ ム 以 上 １ ０ キ ロ グ ラ ム 未 満 の 端 数

が 生 じ た と き は こ れ を １ ０ キ ロ グ ラ ム に 切 り 上 げ る も の と す る 。  
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種 別  手 数 料  摘 要  

可 燃 ご み  
家 庭 系  １ ０ キ ロ グ ラ ム に つ き １ ３ ０ 円  

 
事 業 系  １ ０ キ ロ グ ラ ム に つ き ２ ０ ０ 円  

不 燃 ご み  
家 庭 系  １ ０ キ ロ グ ラ ム に つ き １ ３ ０ 円  

 
事 業 系  １ ０ キ ロ グ ラ ム に つ き ２ ０ ０ 円  

粗 大 ご み  
家 庭 系  １ ０ キ ロ グ ラ ム に つ き １ ３ ０ 円  

 
事 業 系  １ ０ キ ロ グ ラ ム に つ き ２ ０ ０ 円  

資 源 ご み  

家 庭 系  無 料  分 別 さ れ た ビ ン

類 、 カ ン 類 、 ペ

ッ ト ボ ト ル 、 白

色 ト レ イ 、 紙 パ

ッ ク 、 容 器 包 装

プ ラ ス チ ッ ク 及

び 紙 類（ 新 聞 紙 、

雑 誌 及 び ダ ン ボ

ー ル 等 ）  

事 業 系  １ ０ キ ロ グ ラ ム に つ き ２ ０ ０ 円  

危 険 ご み  

家 庭 系  無 料  蛍 光 管 、 電 球 、

水 銀 体 温 計 、 水

銀 血 圧 計 、 乾 電

池 （ 充 電 式 リ チ

ウ ム 電 池 含

む 。 ） 、 ボ タ ン

電 池 、 ス プ レ ー

缶 、 ラ イ タ ー 、

カ セ ッ ト ボ ン ベ

等 。 た だ し 、 事

業 系 の 蛍 光 管 及

び 電 球 は 除 く 。  

事 業 系  １ ０ キ ロ グ ラ ム に つ き ２ ０ ０ 円  

動 物 の 死 体  家 庭 系  １ 体 に つ き ２ ０ ０ 円   

 

３  組 合 に 搬 入 す る 一 般 廃 棄 物 の 量 は 、 計 量 施 設 に よ り 計 量 す る 場 合 を 除

き 、 管 理 者 の 認 定 す る と こ ろ に よ る 。  

（ 一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 の 納 付 方 法 ）  

第 ７ 条  一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 は 、 現 金 で 納 付 す る 。 た だ し 、 管 理 者 が 納

入 通 知 書 に よ り 当 該 手 数 料 の 納 付 方 法 を 別 に 指 定 し た と き は 、 当 該 納 付

方 法 に よ る こ と と す る 。  

 （ 一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 の 減 免 ）  

第 ８ 条  管 理 者 は 、 規 則 で 定 め る 事 由 が あ る と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ
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に よ り 、 第 ６ 条 の 一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 を 減 免 す る こ と が で き る 。  

（ 組 合 が 処 理 す る 産 業 廃 棄 物 ）  

第 ９ 条  法 第 １ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 組 合 が 一 般 廃 棄 物 と 併 せ て 処 理

す る 産 業 廃 棄 物 の 種 類 及 び そ の 範 囲 は 、 一 般 廃 棄 物 の 処 理 に 支 障 が な い

範 囲 内 で 、 規 則 で 定 め る 。  

（ 準 用 ）  

第 １ ０ 条  第 ５ 条 か ら 第 ７ 条 ま で の 規 定 は 、 前 条 の 産 業 廃 棄 物 を 処 理 す る

場 合 に お い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ５ 条 中 「 前 条 の 一 般 廃 棄

物 」 と あ る の は 「 第 ８ 条 の 産 業 廃 棄 物 」 と 、 第 ６ 条 の 見 出 し 中 「 一 般 廃

棄 物 処 理 手 数 料 」 と あ る の は 「 産 業 廃 棄 物 の 処 理 費 用 」 と 、 同 条 第 １ 項

中 「 一 般 廃 棄 物 の 処 分 に 係 る 手 数 料 」 （ 以 下 「 一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 」

と い う 。 ） と あ る の は 「 産 業 廃 棄 物 の 処 理 費 用 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 一

般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 」 と あ る の は 「 産 業 廃 棄 物 の 処 理 費 用 」 と 、 同 条 第

３ 項 中 「 一 般 廃 棄 物 の 量 」 と あ る の は 「 産 業 廃 棄 物 の 量 」 と 、 第 ７ 条 中

「 一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 」と あ る の は「 産 業 廃 棄 物 の 処 理 費 用 」と す る 。  

（ 処 理 す る 廃 棄 物 の 制 限 ）  

第 １ １ 条  組 合 で 処 理 す る 一 般 廃 棄 物 又 は 産 業 廃 棄 物 に つ い て は 、 組 合 の

施 設 の 機 能 等 に 支 障 を 来 す 恐 れ が あ る 場 合 、 そ の 搬 入 等 を 制 限 す る こ と

が で き る 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ２ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 が 別 に 定 め る 。   

   附  則  

こ の 条 例 は 、 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 平 成 １ ７ 年 ３ 月 ２ ８ 日 条 例 第 ５ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 １ ７ 年 ３ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 平 成 ２ ５ 年 １ １ 月 １ 日 条 例 第 ２ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ５ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 条 例 第 １ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ 日 条 例 第 ５ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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○ 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 廃 棄 物  

の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 条 例 施 行  

規 則  

 

平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日            

規 則 第 ２ 号            

 

改正  平成１７年  ３月２８日規則第１号  

改正  平成２５年１１月  １日規則第４号  

改正  平成２６年  ４月 １日規則第２号  

改正  平成３１年  ４月 １日規則第３号  

改正  令和  ３年  ３月２９日規則第５号  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に

関 す る 条 例 （ 平 成 １ ６ 年 条 例 第 ５ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に

つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 組 合 が 処 理 す る 一 般 廃 棄 物 ）  

第 ２ 条  条 例 第 ４ 条 の 規 定 の 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 （ 以 下 「 組 合 」 と

い う 。 ） で 処 理 す る 一 般 廃 棄 物 は 、 家 庭 生 活 に 伴 っ て 生 じ た 可 燃 ご み 、

不 燃 ご み 、 粗 大 ご み 及 び 資 源 ご み （ 以 下 「 ご み 等 」 と い う 。 ） と す る 。  

（ 処 理 依 頼 の 申 請 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ５ 条 の 一 般 廃 棄 物 及 び 動 物 の 死 体 の 処 理 の 依 頼 の 申 請 は 、

廃 棄 物 処 理 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 １ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 減 免 の 範 囲 ）  

第 ４ 条  条 例 第 ８ 条 の 一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 の 免 除 を 行 う こ と の で き る 事

由 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る こ と と す る 。  

 ⑴  組 合 を 構 成 す る 市 町 に 居 住 す る 者 が 、 自 然 災 害 に 遭 っ た 場 合  

 ⑵  組 合 を 構 成 す る 市 町 の 申 請 に よ る 場 合  

 ⑶  管 理 者 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め た 場 合  

２  一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 の 減 免 を 受 け よ う と す る 者 は 、 一 般 廃 棄 物 処 理

手 数 料 減 免 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 ２ 号 ） を 管 理 者 に 提 出 す る も の と す る 。  

 （ 組 合 が 処 理 す る 産 業 廃 棄 物 ）  

第 ５ 条  条 例 第 ９ 条 の 規 定 の 組 合 が 処 理 す る 産 業 廃 棄 物 は 、 次 の 各 号 に 定

め る も の と す る 。  

 ⑴  紙 く ず  

 ⑵  木 く ず  

 ⑶  繊 維 く ず  

 ⑷  ガ ラ ス く ず  
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 ⑸  陶 磁 器 く ず  

 ⑹  管 理 者 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め た も の  

２  産 業 廃 棄 物 の 処 理 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き に 行 う も の

と す る 。  

 ⑴  事 業 者 が 、 ご み 処 理 施 設 へ 自 ら 搬 入 す る 場 合 （ １ の 事 業 者 １ 日 の 搬

入 量 が １ ， ０ ０ ０ キ ロ グ ラ ム 以 下 で あ る 場 合 に 限 る ） 。  

 ⑵  管 理 者 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め た 場 合  

３  管 理 者 は 、 一 般 廃 棄 物 の 処 理 に 支 障 が あ る と き は 、 産 業 廃 棄 物 の 搬 入

量 等 に つ い て 制 限 す る こ と が で き る 。  

 （ 準 用 ）  

第 ６ 条  第 ３ 条 の 規 定 は 、 条 例 第 ９ 条 の 産 業 廃 棄 物 の 処 理 に お い て 準 用 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 「 条 例 第 ４ 条 の 一 般 廃 棄 物 の 処 理 」 と あ る の は

「 条 例 第 １ ０ 条 で 読 み 替 え て 準 用 す る 条 例 第 ４ 条 の 産 業 廃 棄 物 の 処 理 」

と す る 。  

   附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 平 成 １ ７ 年 ３ 月 ２ ８ 日 規 則 第 １ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 １ ７ 年 ３ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 平 成 ２ ５ 年 １ １ 月 １ 日 規 則 第 ４ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ５ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 規 則 第 ２ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 規 則 第 ３ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ９ 日 規 則 第 ５ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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一般廃棄物処理手数料減免申請書  

 

                           年  月  日  

 

太田市外三町広域清掃組合  

管理者          様  

 

 

                     住  所  

                 申請者 事業所名  

                     代表者名          

                     電話番号  

 

 

 

太田市外三町広域清掃組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第４

条の規定により、次のとおり申請します。  

 

 

住    所  事業所名及び代表者名 廃棄物の種類 廃棄物の搬入量 備 考  

        ㎏   

     

     

     

     

 

 

減 免 申 請 事 由 

 

 

① 組合を構成する市町に居住する者の天災によるもの  

② 組合を構成する市町の申請によるもの  

③ 管理者が必要と認めたもの  

 

※該当するものに○印をつけること。  
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○ 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 一 般 廃  

棄 物 処 理 施 設 の 技 術 管 理 者 の 資 格  

を 定 め る 条 例  

 

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ２ ５ 日            

条 例 第 ２ 号            

 

改正  平成３１年 ４月 １日条例第２号  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ ５ 年 法

律 第 １ ３ ７ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ２ １ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 が 一 般 廃 棄 物 を 処 分 す る た め に 設 置 す る 一 般

廃 棄 物 処 理 施 設 に 置 く 技 術 管 理 者 の 資 格 に つ い て 定 め る も の と す る 。  

 （ 技 術 管 理 者 の 資 格 ）  

第 ２ 条  法 第 ２ １ 条 第 ３ 項 の 条 例 で 定 め る 資 格 は 、 次 の と お り と す る 。  

⑴  技 術 士 法 （ 昭 和 ５ ８ 年 法 律 第 ２ ５ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 技 術

士 （ 化 学 部 門 、 上 下 水 道 部 門 又 は 衛 生 工 学 部 門 に 係 る 第 ２ 次 試 験 に 合

格 し た 者 に 限 る 。 ）  

⑵  技 術 士 法 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 技 術 士 （ 前 号 に 該 当 す る 者 を 除

く 。 ） で あ っ て 、 １ 年 以 上 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事

し た 経 験 を 有 す る も の  

⑶  ２ 年 以 上 法 第 ２ ０ 条 に 規 定 す る 環 境 衛 生 指 導 員 の 職 に あ っ た 者  

⑷  学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） に 基 づ く 大 学 （ 短 期 大 学 を

除 く 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） の 理 学 、 薬 学 、 工 学 又 は 農 学 の 課 程 に お

い て 衛 生 工 学 又 は 化 学 工 学 に 関 す る 科 目 を 修 め て 卒 業 し た 後 、 ２ 年 以

上 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者  

⑸  学 校 教 育 法 に 基 づ く 大 学 の 理 学 、 薬 学 、 工 学 、 農 学 又 は こ れ ら に 相

当 す る 課 程 に お い て 衛 生 工 学 又 は 化 学 工 学 に 関 す る 科 目 以 外 の 科 目 を

修 め て 卒 業 し た 後 、 ３ 年 以 上 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従

事 し た 経 験 を 有 す る 者  

⑹  学 校 教 育 法 に 基 づ く 短 期 大 学 （ 同 法 に 基 づ く 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程

を 含 む 。 ） 又 は 高 等 専 門 学 校 の 理 学 、 薬 学 、 工 学 、 農 学 又 は こ れ ら に

相 当 す る 課 程 に お い て 衛 生 工 学 又 は 化 学 工 学 に 関 す る 科 目 を 修 め て 卒

業 し た （ 同 法 に 基 づ く 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 を 修 了 し た 場 合 を 含 む 。 ）

後 、 ４ 年 以 上 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有

す る 者  

⑺  学 校 教 育 法 に 基 づ く 短 期 大 学 （ 同 法 に 基 づ く 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程

を 含 む 。 ） 又 は 高 等 専 門 学 校 の 理 学 、 薬 学 、 工 学 、 農 学 又 は こ れ ら に
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相 当 す る 課 程 に お い て 衛 生 工 学 又 は 化 学 工 学 に 関 す る 科 目 以 外 の 科 目

を 修 め て 卒 業 し た（ 同 法 に 基 づ く 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 を 含 む 。）後 、

５ 年 以 上 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る

者  

⑻  学 校 教 育 法 に 基 づ く 高 等 学 校 又 は 中 等 教 育 学 校 に お い て 土 木 科 、 化

学 科 又 は こ れ ら に 相 当 す る 学 科 を 修 め て 卒 業 し た 後 、 ６ 年 以 上 廃 棄 物

の 処 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者  

⑼  学 校 教 育 法 に 基 づ く 高 等 学 校 又 は 中 等 教 育 学 校 に お い て 理 学 、 工 学

若 し く は 農 学 に 関 す る 科 目 又 は こ れ ら に 相 当 す る 科 目 を 修 め て 卒 業 し

た 後 、 ７ 年 以 上 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を

有 す る 者  

⑽  １ ０ 年 以 上 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有

す る 者  

⑾  前 各 号 に 掲 げ る 者 と 同 等 以 上 の 知 識 及 び 技 能 を 有 す る と 認 め ら れ る

者  

  附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 条 例 第 ２ 号 ）  

 こ の 条 例 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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○ 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 一 般 廃  

棄 物 処 理 施 設 の 設 置 に 係 る 生 活 環  

境 影 響 調 査 結 果 の 縦 覧 等 の 手 続 に  

関 す る 条 例  

 

平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日            

条 例 第 １ 号            

 

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ ５ 年 法

律 第 １ ３ ７ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ９ 条 の ３ 第 ２ 項 （ 同 条 第 ９ 項 に

よ り 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 同 条 第 １ 項 に

規 定 す る 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 に 係 る 届 出 及 び 同 条 第 ８ 項 に 規 定 す

る 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 変 更 に 係 る 届 出 に 際 し 、 管 理 者 が 実 施 し た 周 辺

地 域 の 生 活 環 境 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て の 調 査 （ 以 下 「 生 活 環 境 影 響 調 査 」

と い う 。 ） の 結 果 及 び 法 第 ８ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 か ら 第 ９ 号 ま で に 掲 げ る 事

項 を 記 載 し た 書 類 （ 以 下 「 報 告 書 等 」 と い う 。 ） の 縦 覧 手 続 並 び に 生 活

環 境 の 保 全 上 の 見 地 か ら の 意 見 書 （ 以 下 「 意 見 書 」 と い う 。 ） の 提 出 方

法 を 定 め る こ と に よ り 、 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 又 は 変 更 に 関 し 利 害

関 係 を 有 す る 者 に 意 見 書 を 提 出 す る 機 会 を 付 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 対 象 と な る 施 設 の 種 類 ）  

第 ２ 条  報 告 書 等 の 公 衆 へ の 縦 覧 及 び 意 見 書 の 提 出 の 対 象 と な る 一 般 廃 棄

物 処 理 施 設 は 、 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 ４ ６ 年

政 令 第 ３ ０ ０ 号 ） 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る ご み 処 理 施 設 の う ち 焼 却 施 設

及 び 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 一 般 廃 棄 物 の 最 終 処 分 場 （ 以 下 「 施 設 」 と い

う 。 ） と す る 。  

 （ 縦 覧 の 告 示 ）  

第 ３ 条  管 理 者 は 、 法 第 ９ 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 報 告 書 等 を 公 衆 の 縦

覧 に 供 し よ う と す る と き は 、 報 告 書 等 を 縦 覧 に 供 す る 場 所 （ 以 下 「 縦 覧

の 場 所 」 と い う 。 ） 及 び 縦 覧 の 期 間 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 告 示 す る

も の と す る 。  

⑴  施 設 の 名 称   

⑵  施 設 の 設 置 場 所   

⑶  施 設 の 種 類   

⑷  施 設 に お い て 処 理 す る 一 般 廃 棄 物 の 種 類  

 ⑸  施 設 の 処 理 能 力 （ 施 設 が 一 般 廃 棄 物 の 最 終 処 分 場 で あ る 場 合 は 、 一

般 廃 棄 物 の 埋 立 処 分 の 用 に 供 さ れ る 場 所 の 面 積 及 び 埋 立 容 量 ）  

⑹  実 施 し た 生 活 環 境 影 響 調 査 の 項 目  



 - 135 - 

（ 縦 覧 の 場 所 及 び 期 間 ）  

第 ４ 条  縦 覧 の 場 所 は 、 次 に 掲 げ る 場 所 と す る 。  

 ⑴  太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 事 務 局  

 ⑵  生 活 環 境 影 響 調 査 を 実 施 し た 周 辺 地 域 内 で 、 管 理 者 が 指 定 す る 場 所  

 ⑶  前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 管 理 者 が 必 要 と 認 め る 場 所  

２  縦 覧 の 期 間 は 、 告 示 の 日 か ら １ 月 間 と す る 。  

（ 意 見 書 の 提 出 先 等 の 告 示 ）  

第 ５ 条  管 理 者 は 、 法 第 ９ 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 施 設 の 設 置 又 は 変 更

に 関 し 利 害 関 係 を 有 す る 者 は 意 見 書 を 提 出 で き る 旨 、 意 見 書 を 提 出 す る

場 合 の 提 出 先 及 び 提 出 期 限 そ の 他 必 要 な 事 項 を 告 示 す る も の と す る 。  

（ 意 見 書 の 提 出 先 及 び 提 出 期 限 ）  

第 ６ 条  意 見 書 の 提 出 先 は 、 次 に 掲 げ る 場 所 と す る 。  

 ⑴  太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 事 務 局  

 ⑵  前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 管 理 者 が 必 要 と 認 め る 場 所  

２  前 条 の 規 定 に よ る 告 示 が あ っ た と き は 、 施 設 の 設 置 又 は 変 更 に 関 し 利

害 関 係 を 有 す る 者 は 、 第 ４ 条 第 ２ 項 の 縦 覧 期 間 満 了 の 日 の 翌 日 か ら 起 算

し て ２ 週 間 を 経 過 す る 日 ま で に 、 管 理 者 に 意 見 書 を 提 出 す る こ と が で き

る 。  

 （ 環 境 影 響 評 価 と の 関 係 ）  

第 ７ 条  施 設 の 設 置 又 は 変 更 に 関 し 、 環 境 影 響 評 価 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 ８

１ 号 ） に よ る 環 境 影 響 評 価 （ 生 活 環 境 影 響 調 査 に 相 当 す る 内 容 を 有 す る

も の に 限 る 。 ） に 係 る 告 示 、 縦 覧 等 の 手 続 を 経 た も の は 、 第 ３ 条 か ら 前

条 ま で に 定 め る 手 続 を 経 た も の と み な す 。  

 （ 他 の 市 町 村 と の 協 議 ）  

第 ８ 条  管 理 者 は 、 施 設 の 設 置 に 関 す る 区 域 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る と き は 、 当 該 区 域 を 管 轄 す る 市 町 村 の 長 に 、 報 告 書 等 の 写 し を 送

付 し 、 当 該 区 域 に お け る 縦 覧 等 の 手 続 の 実 施 に 関 し 協 議 す る も の と す る 。 

 ⑴  施 設 を 太 田 市 、 千 代 田 町 、 大 泉 町 及 び 邑 楽 町 （ 以 下 「 関 係 市 町 」 と

い う 。 ） 以 外 の 市 町 村 の 区 域 に 設 置 す る と き 。  

 ⑵  施 設 の 敷 地 が 関 係 市 町 以 外 の 市 町 村 の 区 域 に わ た る と き 。  

 ⑶  施 設 の 設 置 又 は 変 更 に よ り 、 生 活 環 境 に 影 響 を 及 ぼ す 周 辺 地 域 に 、

関 係 市 町 の 区 域 に 属 さ な い 地 域 が 含 ま れ て い る と き 。  

（ 委 任 ）  

第 ９ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 際 し 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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○ 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 一 般 廃  

棄 物 処 理 施 設 の 設 置 に 係 る 生 活 環  

境 影 響 調 査 結 果 の 縦 覧 等 の 手 続 に  

関 す る 条 例 施 行 規 則  

 

平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日            

規 則 第 ３ 号            

 

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設

置 に 係 る 生 活 環 境 影 響 調 査 結 果 の 縦 覧 等 の 手 続 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ２ ６

年 条 例 第 １ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め

る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 則 に お い て 使 用 す る 用 語 の 意 義 は 、 条 例 で 使 用 す る 用 語 の

例 に よ る 。  

（ 縦 覧 の 期 間 等 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 縦 覧 期 間 の う ち 、 日 曜 日 、 土 曜 日 、

国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８ 号 ） に 規 定 す る 休 日

及 び １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら 翌 年 １ 月 ３ 日 ま で の 日 は 、 休 日 と す る 。  

２  縦 覧 の 時 間 は 、 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ４ 時 ま で と す る 。  

（ 縦 覧 の 手 続 ）  

第 ４ 条  条 例 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 、 報 告 書 等 を 縦 覧 し よ う と す る 者 （ 以 下

「 縦 覧 者 」 と い う 。 ） は 、 生 活 環 境 影 響 調 査 結 果 縦 覧 申 請 書 （ 別 記 様 式 ）

に 必 要 な 事 項 を 記 入 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 縦 覧 者 の 遵 守 事 項 ）  

第 ５ 条  縦 覧 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  報 告 書 等 を 縦 覧 の 場 所 か ら 持 ち 出 さ な い こ と 。  

 ⑵  報 告 書 等 を 汚 損 し 、 又 は 破 損 し な い こ と 。  

 ⑶  他 の 縦 覧 者 に 迷 惑 を 及 ぼ さ な い こ と 。  

 ⑷  そ の 他 係 員 の 指 示 に 従 う こ と 。  

２  管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に 違 反 し た 者 に 対 し 、 縦 覧 を 中 止 し 、 又 は 禁 止

す る こ と が で き る 。  

（ 住 民 の 意 見 書 の 記 載 事 項 ）  

第 ６ 条  条 例 第 ６ 条 第 ２ 項 の 意 見 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 全 て 記 載 し な

け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 登 記 さ れ

た 事 務 所 又 は 事 業 所 の 所 在 地 ）  
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 ⑵  施 設 の 名 称  

 ⑶  生 活 環 境 の 保 全 上 の 見 地 か ら の 意 見  

（ そ の 他 ）  

第 ７ 条  こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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別 記 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 

 

年   月   日  

 

 

生 活 環 境 影 響 調 査 結 果 縦 覧 申 請 書  

 

 

（ 宛 先 ） 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 管 理 者  

 

 

 

申 請 者  住   所  

氏   名  

電 話 番 号  

法 人 、 そ の 他 団 体 に あ っ て は 、 事 務 所  

(事 業 所 )の 所 在 地 、 名 称 及 び 代 表 者 の  

氏 名  

 

 

生 活 環 境 影 響 調 査 結 果 の 縦 覧 を 申 請 い た し ま す 。  
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第 ９ 編  

 

 

   建  設  
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○ 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 建 設 工  

事 検 査 規 程  

 

平 成 １ ４ 年 ４ 月 １ 日            

規 程 第 １ 号            

 

改正  平成１７年  ３月２８日規程第１号  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 法 令 そ の 他 別 に 定 め が あ る も の の ほ か 、 太 田 市 外 三

町 広 域 清 掃 組 合 （ 以 下 「 組 合 」 と い う 。 ） が 執 行 す る 工 事 （ 以 下 「 工 事 」

と い う 。 ） に つ い て 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ３ ４ 条

の ２ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 組 合 の 職 員 が 行 う 検 査（ 以 下「 検 査 」と い う 。）

に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

 （ 準 用 規 定 ）  

第 ２ 条  組 合 が 行 う 契 約 に 関 し て は 、 太 田 市 建 設 工 事 検 査 規 程 （ 平 成 １ ７

年 太 田 市 規 程 第 １ ７ 号 ） の 例 に よ る 。  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 １ ７ 年 ３ 月 ２ ８ 日 規 程 第 １ 号 ）  

 こ の 規 程 は 、 平 成 １ ７ 年 ３ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


